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はじめに  

 今 、 私 た ち をと り まく 「 食 」 に 関 わ る 環 境 は 、 朝 食 の 欠 食 や 孤 食 ・ 個 食

等 、メタ ボ リックシン ドローム（ 内 臓 脂 肪 症 候 群 ）、 過 度 の 痩 身 志 向 、外

食 や 中 食 の 利 用 、 食 生 活 の 乱 れ や 食 の 安 全 ・ 安 心 な ど 、 様 々 な 課 題

が日 常 の食 生 活 の中 で指 摘 されています。「食 」を通 しての様 々な体 験

や取 り組 みは、日 々の食 生 活 の改 善 へとつながり、また命 の大 切 さや食

への感 謝 の気 持 ちの醸 成 などを合 わせて教 えてくれるものと思 います。  

国 で は 、 平 成 １ ７ 年 ７ 月 に 食 育 基 本 法 を 施 行 す る と と も に 、 平 成 １ ８

年 ３月 に食 育 推 進 基 本 計 画 を策 定 し、東 京 都 においても 東 京 都 食 育

推 進 基 本 計 画 を策 定 しました。本 市 においても平 成 １９年 ７月 に市 民 、

関 係 団 体 、 関 係 機 関 か ら な る 「 多 摩 市 食 育 推 進 検 討 会 」 を 設 置 し 検

討 し てま いりました 。この中 で食 育 の 具 体 的 な 取 り 組 み についてまとめ、

提 言 書 が 提 出 さ れ ま し た 。 国 ・ 東 京 都 の 計 画 を 踏 ま え て 、 本 市 の 特 性

である市 民 の知 識 や経 験 を活 かすと共 に、人 と人 とのつながりを大 切 に

した実 効 性 の高 い内 容 で「食 育 」の推 進 を目 指 すものです。  

ま た 、 こ の 検 討 会 で 掲 げ ら れ た 「 食 で 育 む 多 摩 の 子 ど も と 市 の 未 来 」

は、私 た ちの 未 来 につなが る子 ども たちが、 温 か な 支 えあいの 中 で 希 望

を抱 き、そして心 豊 かに暮 らせるまちを実 現 した いとの願 いから付 けられ

たものです。  

ここに策 定 した「多 摩 市 食 育 推 進 計 画 」は、誰 もが希 望 をもって安 心

して住 み続 けることができる多 摩 市 を目 指 し、「食 育 の推 進 」を通 して私

た ち の 夢 の 実 現 に 向 け 、 市 民 の 皆 さ ん と と も に 市 民 本 位 の ま ち づ く り を

進 めるものです。  

本 計 画 に よ っ て 市 民 の 皆 様 一 人 ひ と り が 食 育 に 取 り 組 ま れ 、 子 ど も

た ち を 通 し て 多 摩 市 の 未 来 が 豊 か な 未 来 と な り ま す こ と を 願 っ て お り ま

す。  

 結 びに、ご提 言 をいただきました「多 摩 市 食 育 推 進 検 討 会 」の委 員 の

皆 様 、ご意 見 をお寄 せいただきました市 民 の皆 様 、また、折 に触 れご尽

力 いただきました関 係 者 の皆 様 に心 から御 礼 申 し上 げます。  

平 成 ２０年 ５月  

多 摩 市 長  渡  辺   幸  子  
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第 １章  計 画 の策 定 にあたって 

 

１ ．  計 画 策 定 の 背 景 と 趣 旨  

 

戦 後 の 食 料 不 足 の 時 代 か ら 現 在 に か け て 、 国 民 の 生 活 形 態

が 便 利 で 豊 か な 生 活 へ と 大 き く 変 貌 し 、 今 も な お 変 化 し 続 け

て い ま す 。 各 種 メ デ ィ ア や Ｉ Ｔ の 進 展 に 伴 い 情 報 が 氾 濫 す る

と と も に 、 食 べ 物 が 溢 れ 、 い つ で も ど こ で も 食 べ 物 を 手 に 入

れ る こ と が 可 能 な 状 況 に な っ て お り 、 食 を 大 切 に す る 心 や 優

れ た 日 本 の 食 文 化 が 失 わ れ つ つ あ り ま す 。 ま た 、 生 活 リ ズ ム

や 食 生 活 の 乱 れ 、 運 動 不 足 と い っ た 不 適 切 な 生 活 習 慣 か ら 心

身 の 健 康 を 害 し て し ま う 人 が 増 え 、 国 民 の ３ 人 の う ち ２ 人 が

生 活 習 慣 病 が 原 因 で 死 亡 し て い ま す 。  

こ の よ う な 状 況 の 解 決 に 向 け 、 国 で は 平 成 １ ７ 年 ７ 月 に 国

民 運 動 と し て 食 育 を 強 力 に 推 進 し て い く た め 「 食 育 基 本 法 」

を 制 定 し 、「 食 育 推 進 計 画 」 を 策 定 し ま し た 。  

ま た 、 東 京 都 で は 平 成 １ ８ 年 １ １ 月 、 東 京 都 の 食 環 境 に ふ

さ わ し い 食 育 の 推 進 を 図 る た め 、 食 育 基 本 法 に 基 づ き 「 東 京

都 食 育 推 進 計 画 」 を 策 定 し て い ま す 。  

本 市 に お い て も 、 国 ・ 東 京 都 の 計 画 を 踏 ま え 、 地 域 特 性 に

応 じ た 実 効 性 の 高 い 「 食 育 」 を 推 進 す る た め 、 食 育 推 進 計 画

の 策 定 を 行 う こ と と な り ま し た 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食育とは  

食 育 基 本 法 の 中 で は 、「 食 育 」 を 次 の よ う に 位 置 づ け

て い ま す 。  

◇ 生 き る 上 で の 基 本 で あ っ て 、知 育 、徳 育 及 び 体 育 の 基

礎 と な る べ き も の  

◇ 様 々 な 経 験 を 通 じ て「 食 」に 関 す る 知 識 と「 食 」を 選

択 す る 力 を 習 得 し 、健 全 な 食 生 活 を 実 践 す る こ と が で

き る 人 間 を 育 て る こ と  
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「 本 市 の 考 え る 『 食 育 』 と は 」  

家 庭 、 保 育 所 ・ 幼 稚 園 、 学 校 、 地 域 な ど 、 全 世 代 を 対

象 に 、 楽 し く 、 お い し く 、 主 食 ・ 主 菜 ・ 副 菜 が バ

ラ ン ス 良 く 取 り 入 れ ら れ る 環 境 づ く り を 目 指 し ま

す 。  

ま た 、 市 民 が 生 涯 に わ た り 健 康 で い き い き と 暮

ら せ る ま ち と な る よ う に 、 食 を 中 心 と し た 人 と 人

と の つ な が り・ネ ッ ト ワ ー ク づ く り を 推 進 し ま す 。

本 市 は 多 摩 ニ ュ ー タ ウ ン の 開 発 と と も に 発 展 し 、 現 在 で は

人 口 約 １ ４ 万 ７ 千 人 （ 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 現 在 ） で 団 塊 の 世

代 の 人 口 比 率 が 高 く 、 市 外 か ら 移 り 住 ん だ 市 民 が 多 い と い う

特 徴 が あ り（ 平 成 １ ９ 年「 第 ３ ０ 回 多 摩 市 政 世 論 調 査 報 告 書 」

よ り ）、農 家 数 や 耕 地 面 積 も 少 な く 、住 宅 地 が 大 部 分 を 占 め る

都 市 と い え ま す 。 こ の こ と は 、 地 域 の 中 で 活 躍 す る 市 民 が 増

え る と と も に 、 全 国 で 培 わ れ た 食 文 化 や 食 体 験 を 持 っ た 人 材

が 豊 富 な 市 で あ る と い え ま す 。 一 方 で 少 子 高 齢 社 会 の 変 化 が

急 速 で あ り 、 市 民 に と っ て 健 康 寿 命 の 延 伸 と 、 子 育 て ・ 子 育

ち の た め の 環 境 づ く り が 重 要 で す 。  

そ の た め 本 市 で は 、 栄 養 や 健 康 の 視 点 だ け で な く 、 生 産 者

と 消 費 者 と の 交 流 の 促 進 、 食 文 化 の 伝 承 、 食 の 安 全 、 環 境 な

ど 、 広 範 に わ た る 総 合 的 な 食 育 推 進 の 計 画 を 策 定 し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3

２ ．  計 画 の 位 置 づ け  

 

本 計 画 は 、 本 市 が 取 り 組 ん で き た さ ま ざ ま な 計 画 の 中 で 、

食 育 と い う 観 点 か ら 横 断 的 、 総 合 的 に 食 育 を 推 進 す る た め 、

基 本 的 な 考 え 方 や 方 向 、 取 り 組 み な ど を 示 し た 計 画 で す 。  

推 進 に あ た っ て は 、 上 位 計 画 で あ る 「 多 摩 市 第 四 次 総 合 計

画・後 期 基 本 計 画 」を は じ め 、「 第 ２ 次 多 摩 市 健 康 福 祉 推 進 プ

ラ ン（ 改 定 版 ）」、「 多 摩 市 次 世 代 育 成 支 援 地 域 行 動 計 画 」、「 多

摩 市 教 育 推 進 プ ラ ン ２ １ 」 等 、 関 連 す る さ ま ざ ま な 計 画 を 食

育 と い う 観 点 で と ら え 整 合 を 図 り 展 開 し て 行 き ま す 。  

な お 、 本 計 画 は 食 育 基 本 法 第 １ ８ 条 の 市 町 村 食 育 推 進 計 画

に 該 当 す る も の で す 。  

 

　食に関する
 主な国・都の計画

多摩市食育
推進計画

　○多摩市次世代育成支援
　　　　　　　　　　地域行動計画

○多摩市教育推進プラン２１
　

 
　　○多摩市農業振興計画

　
　○第２次多摩市健康福祉
　　　　　　　　推進プラン〈改訂版〉

第四次多摩市総合計画・後期基本計画

２１

　
健
康
日
本

　
東
京
都
食
育
推
進
計
画

　
　
食
育
推
進
基
本
計
画

 

 

３ ．  計 画 の 期 間  

 

計 画 の 目 標 年 次 は 、 平 成 ２ ４ 年 度 と し 、 計 画 の 期 間 を 平 成 ２ ０ 年

度 から平 成 ２４年 度 までの５ヵ年 とします。  
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４ ．  計 画 策 定 の 取 り 組 み 経 過  

 

 本 市 では、平 成 １７年 度 に健 康 日 本 ２１の多 摩 市 版 として「けんこう多

摩 手 箱 プ ラ ン 」 を 策 定 し 、 こ の 中 で 食 育 の 推 進 を 図 る こ と と な り 、 平 成

19 年 度 に多 摩 市 食 育 推 進 計 画 を策 定 することとしました。  

まず、多 摩 市 食 育 推 進 計 画 策 定 にあ た り、市 民 公 募 、 学 識 経 験 者 、

食 育 に 関 係 す る 機 関 又 は 団 体 に 属 す る 者 で 構 成 す る 多 摩 市 食 育 推

進 検 討 会 を設 置 しました。  

 平 成 １９年 ７月 ６日 に第 １回 検 討 会 を開 催 し、４回 のワーキングと多 摩

市 の 食 育 推 進 の 目 指 す べ き 方 向 に つ い て キ ャ ッ チ フ レ ー ズ を 作 成 し 、

食 育 推 進 に 向 け た ５ 回 の 検 討 会 で 、 食 育 計 画 に 盛 り 込 む べ き 「 目 標 」

「取 り組 み」「推 進 体 制 」について議 論 ・集 約 を行 い、提 言 書 として市 長

に提 出 しました。  

 庁 内 で は 、 多 摩 市 健 康 ま ち づ く り 庁 内 推 進 連 絡 会 、 同 幹 事 会 及 び

食 育 推 進 計 画 策 定 委 員 会 を そ れ ぞ れ 開 催 し 、 提 言 書 を 基 に 各 課 の

意 見 を聴 取 し、多 摩 市 食 育 推 進 計 画 （中 間 のまとめ）を作 成 しました。  

 多 摩 市 食 育 推 進 計 画 （ 中 間 の ま と め ） に つ い て 、 パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト を

行 い 、 最 終 策 定 作 業 を 経 て 、 「 多 摩 市 食 育 推 進 計 画 」 を 策 定 し ま し

た。  
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第２章 本市の食をめぐる現状と課題  
 
１． 食に対する理解と食生活の変化  

学校や企業、各種メディアなど、さまざまな機会を通して、健康や食生活に

関する情報が発信されていますが、現実には何を信じ、どれを選択してよいか

迷うほど情報が溢れています。（図２）そのため、適切な情報提供による食に対

する不安・不信の解消が消費者から求められています。 

消費者のライフステージやライフスタイルに応じて、地域の各企業・団体・機

関から食に関する正しい情報を発信するとともに、万人に共通の「食」を介した

ネットワークの形成が、食育推進においても重要な意味をもちます。市民の誰

もがかかわる食育を展開するには、人と人とをつなぐ仕組みづくりが必要です。 

飲食店や販売店などでは、食品表示などに対する正しい情報提供や食事

バランスガイドなどによる健康情報提供の充実が求められています。また、これ

らは現在推進している「けんこう多摩手箱プラン応援店・団体」などの取り組み

が期待されています。 

これからは、消費者の一人ひとりが食に対する理解を深め、毎日の食生活

の中で自分に適した情報を選択し、自分の健康を守れる力を養うことが求めら

れています。 

 図１ 平成１７年「国民健康・栄養調査結果の概要」（厚生労働省） 

食習慣改善のために必要なこと（15 歳以上） 
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 図２ 平成１７年「子育て・子育ち・こどもプラン」（子育て支援課） 

 

 
 
２． 子どもの食生活の変化と健康  

子どもの生活リズムの変化 

子どもの肥満の増加、生活習慣病の若年化にみられるように、子どもたちの

食 生 活 の変 化 が深 刻 な社 会 問 題 となっています。「早 寝 、早 起 き、朝 ご飯 」 

キャンペーンが実施されるように、就寝や起床時間が遅く、朝食の欠食がみら

れるなど、生活リズムの乱れが食生活に悪影響を及ぼしており、生活全般の中

で「食」に取り組む必要がでてきました。（図３、４） 

子育てに関する情報の入手先（就学児童）
（N=679：複数回答）

1.90.6
3.4

6.2

16.3

28.9

44.2
35.5

8.8

21.9
26.8

70.1

60.4

23.7

10.0

50.5

34.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

配
偶
者

親
族

（
親

、
き

ょ
う
だ

い
な

ど

）

そ
の
他

の
親
族

学
生
時
代

の
友
人

隣
近
所

の
人

、
知
人

・
友
人

小
学
校

の
保
護
者
仲
間

小
学
校

の
先
生

塾
や
習

い
事

の
保
護
者
仲
間

市
役
所
や
そ
の
機
関

市

の
広
報
や
パ
ン
フ
レ

ッ
ト

テ

レ
ビ

、
ラ
ジ
オ

、
新
聞

雑
誌
な
ど

イ

ン
タ
ー
ネ

ッ
ト

コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
誌

そ
の
他

情
報

の
入
手
先
が
な

い

入
手
方
法
や
手
段
が
わ
か
ら

な

い

（％）

子育てに関する情報の入手先（乳幼児）
（N=737：複数回答）

0.42.40.45.74.5

22.7

45.043.342.5

9.9

37.6
45.2

15.5

46.3

33.9

58.2

36.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

配
偶
者

･

パ
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ト
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親
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ど

）

学
生
時
代

の
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隣
近
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の
人

子
育

て
サ
ー
ク

ル

の
仲
間

保
育
園

、
幼
稚
園

の
保
護
者
仲
間

保
育
園

、
幼
稚
園

の
先
生

市
役
所
や
そ
の
機

関

市

の
広
報
や
パ
ン

フ
レ

ッ
ト

テ
レ
ビ

、
ラ
ジ

オ

、
新
聞

子
育

て
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、
育

児
書

イ
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タ
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テ

ィ
誌

そ
の
他

情
報

の
入
手
先
が

な

い

入
手
方
法
や
手
段

が
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か
ら
な

い

無
回
答

（％）
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 図３ 平成１７年「国民健康・栄養調査結果の概要」（厚生労働省） 

朝食の欠食率  （１歳以上） 

 

 

 

 図４ 平成１９年「第３０回 多摩市政世論調査報告書」（市政資料） 

■朝食の摂取状況（性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体＝1,635 

 

女
性
／
年
代
別 

男
性
／
年
代
別 

79.1

54.5

69.6

76.7

79.1

87.8

91.4

88.3

69.4

86.3

86.3

91.0

93.0

95.0

5.3

6.9

14.3

11.3

8.1

6.0

4.4

4.0

10.2

4.8

2.6

4.3

5.8

13.0

8.7

7.0

6.0

2.8

2.3

3.2

9.2

5.5

6.8

1.5

0.0

5.1

7.1

18.2

10.4

8.1

6.7

3.9

3.4

11.2

3.4

4.3

0.0

0.0

0.0

2.2

84.2

2.3

4.0

4.0

0.0 0.7

1.6

2.0

3.0

0.0

1.1

2.3

1.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

4.3

1.1

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

男性計

 ２０歳代

 ３０歳代

 ４０歳代

 ５０歳代

 ６０歳代

 ７０歳以上

女性計

 ２０歳代

 ３０歳代

 ４０歳代

 ５０歳代

 ６０歳代

 ７０歳以上

 ほぼ毎日食べる  週３～４日食べる  週１～２日食べる

 食べない 無回答
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３． 家庭から地域に至るまでの食育の連携  

子どもの食生活に大きな影響をもたらすのは家庭です。しかし保護者のライ

フスタイルの多様化などに伴い、子どもの孤食や個食などが増えてきました。 

 

図５ 平成１７年「国民健康・栄養調査結果の概要」（厚生労働省） 

 

 

家族一緒に食卓を囲む機会は、家族間のコミュニケーション、共に食べる楽

しみ、子どもの偏食改善や親から子への食文化の伝承の場となっています。 

 

 

図６ 平成１７年「子育て・子育ち・こどもプラン」（子育て支援課） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　朝食について　件数５７１

316

202

2

14

30

4

3

0 50 100 150 200 250 300 350

家で家族と一緒に食べる

家で一人で食べる

学校、職場にいく途中で食べる

学校、職場に着いてから食べる

食べない

その他

無回答
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図７ 平成１９年「第３０回 多摩市政世論調査報告書」（市政資料） 

 

73.4

52.8

83.2

87.2

84.6

81.8

85.0

69.0

58.5

60.5

23.3

38.2

16.1

11.2

12.5

16.6

13.8

28.7

37.5

26.3

2.1

8.5

0.7

1.6

1.9

0.5

0.0

0.0

3.4

2.6

0.4

0.0

0.0

1.0

1.1

1.2

2.2

10.5

1.2

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

独身期

家族形成期

家族成長前期

家族成長後期

家族成熟期

高齢期

高齢者世帯

 その他

無回答

家族  一人で食べる  その他（友人・知人など） 無回答

■一緒に食事をする相手（ライフステージ別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

全体＝1,635 

 

 

 

 

 

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
別 

※ ライフステージの内容 
独身期   （20・30 代の未婚者）  
家族形成期 （20・30 代の子供のいない夫婦又は、第一子が未就学の親）  
家族成長前期（第一子が小学生～中学生）  
家族成長後期（第一子が高校生～大学生）  
家族成熟期 （第一子または子供全員が独立（学校卒業・就職、結婚など））
高齢期   （65 歳以上で子供と同居）  
高齢者世帯 （65 歳以上で子供と別居あるいは高齢者のみ）  
その他   （40～64 歳の未婚者及び子供のいない夫婦、その他）  

また、子育て世代の食に関する基礎的な知識や、調理などの技術の向上、

乳幼児期の早食い・丸のみ等の癖防止、学齢期の軟食の摂取を避けるため

の環境づくりが求められています。 

本市では、教育の現場や行政サービスで、子どもやその保護者を対象とし

た食育事業（授業）が数多く実施されています。 

今後、子育て支援とあわせ、複数の担当課が連携した食育支援事業の実施

と、その情報の周知のための取り組みを拡充させることが必要です。 

子どもへの食育は、その後の健やかな発育発達になくてはならないものであ

り、保育所、幼稚園、小学校、中学校の間の連続性・共通性や連携体制の強

化が必要です。学校などから家庭への食育の情報提供や連携の取り組みがさ

らに求められています。同時に、地域、保護者、高齢者による学校などへの協

力体制も求められ、地域全体で子どもの食育に取り組むことが大切です。 

（図８） 
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図８ 平成１９年 小・中学校において「食」に関して行っていること 

                     「食」に関するアンケート（健康課） 

１１校 52.4% ３校 30%
６校 28.6% １校 10%

１６校 76.2% １校 10%
３校 14.3% １校 10%

１２校 57.1% １校 10%
１校 4.8% ０校 0%

ｅ．ふれあい給食
ｆ．その他

ａ．食事のマナー

ｃ．好き嫌いなく食べよう

ｂ．箸の持ち方

ｄ．一緒に食べよう

小学校 中学校質問項目

小学校

52.4%

28.6%

76.2%

14.3%

57.1%

4.8%

ａ．食事のマナー

ｂ．箸の持ち方

ｃ．好き嫌いなく食べよう

ｄ．一緒に食べよう

ｅ．ふれあい給食

ｆ．その他

中学校

30%

10%

10%

10%

10%

0%

ａ．食事のマナー

ｂ．箸の持ち方

ｃ．好き嫌いなく食べよう

ｄ．一緒に食べよう

ｅ．ふれあい給食

ｆ．その他

 

 

本市の特徴のひとつとしては、全国の都道府県の出身者が集まった地域で

あり、このことは各地の食文化の交流が可能という利点につながります。 

地 域 の施 設 や商 店 街 を利 用 した元 気 高 齢 者 による食 文 化 の伝 承 や交 流

体験などの機会の増加は、地域活性化への期待につながります。 

 

図９ 平成１９年「第３０回 多摩市政世論調査報告書」（市政資料） 

  ■以前住んでいた所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（全体＝1635）

都内２３区

25.0%
神奈川・千

葉・埼玉県

15.0%

無回答2.0% 生まれたとき

から

7.6%

２３区以外の

東京都

37.9%

その他

12.5%
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４． 農業・生産体験と食への感謝の気持ち  

極めて低い食料自給率の中で廃棄率が高いという現状は、環境問題とあい

まって誰もが不安を募らせる大きな要因になっています。本市は、農家数、農

業人口耕地面積がともに少ないことから、特に生産体験がしにくい環境にあり

ます。 

 

 図１０ 平成１８年度「統計たま」（多摩市政資料） 

経営耕地面積

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2 7 12 17

年度数（平成）

面
積

（
ａ

）

総　　　数

田

畑

樹　　園　　地

 

 

食の生産・加工にかかわる体験、調理・料理体験は、食を大切にする心の

育成につながります。保育所・幼稚園、小学校、中学校では農業学習のさらな

る取り組みとともに、子どもたちが、食の生産現場を身近に感じ、生産体験や

交流の機会を通して、食べ物を「ありがたい」「もったいない」と思う感謝の気持

ちを持てる取り組みの充実が望まれます。そのためには、農地や農業体験に

かかわる人的資源の確保が求められます。（図１１） 

また、市民の農業体験のニーズも高いものと考えられます。家庭菜園だけで

なく体験型市民農園を増やし、農業経験者やボランティアの協力を得ながら

市民農園の管理指導を行い、貴重な耕地を多くの市民が農業体験できるよう

に有効活用が求められています。農業経験者とボランティアの連携は、本市全

体の食育を支えるネットワークづくりの中核のひとつになると考えられます。 
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 図１１ 平成１９年 小・中学校において「食」に関して行っていること 

                    「食」に関するアンケート（健康課） 

 

 

１６校 76.2% ３校 30%
６校 28.6% ２校 20%

ｃ．食材について １２校 57.1% ４校 40%
ｄ．五感で味わう ４校 19% ２校 20%

１４校 66.7% ６校 60%
４校 19% １校 1%ｆ．その他

中学校質問項目 小学校

ａ．農業体験
ｂ．家庭菜園

ｅ．料理体験

②
　
6

②
　
7

小学校

76.2%

28.6%

57.1%

19%

66.7%

19%

ａ．農業体験

ｂ．家庭菜園

ｃ．食材について

ｄ．五感で味わう

ｅ．料理体験

ｆ．その他

中学校

30%

20%

40%

20%

60%

1%

ａ．農業体験

ｂ．家庭菜園

ｃ．食材について

ｄ．五感で味わう

ｅ．料理体験

ｆ．その他
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５． 生活習慣病・メタボリックシンドロームのリスクの増加と女性の

そう身（やせ）志向  

（１） 青年期・働き盛り世代への健康サービス対策  

活力に満ちた長寿社会を実現するには、早期から生活習慣病・メタボリ

ックシンドローム予防のための健康戦略が必要です。 

４０歳代以降の男性では、２人に１人がメタボリックシンドロームまたはそ

の予 備 群 と考 えられており、家 庭 を支 える働 き盛 りの年 代 に多 くみられま

す。 

また、青年期や働き盛りの世代は、外食や中食（なかしょく）の利用も多

く、食生活が乱れがちで、現実には健康への気遣いも後回しになりがちで

す。健康教育を受けにくい年代でもあり、社会・地域全体で大学生や就業

者が健康についての関心を高める取り組みが必要であり、対策が求められ

ています。 

 
図１２ 平成１７年「国民健康・栄養調査結果の概要」（厚生労働省）  
メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の状況  （20 歳以上の男性） 
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（２） 女性の過度なそう身（やせ）志向  

２０～３０歳代の女性の２割が低体重（やせ）です。既に本市の中学校１

年生女子において、「かなり肥満」と「肥満」をあわせた割合に比べ、「かな

りそう身」と「そう身」を合わせた割合は２．６倍程度高いという傾向がみられ

ます。 

また、青年期（女子大生）では、BMI の判定よりも自分が太っていると評

価する者が多いことも報告されています。女性の過度のそう身（やせ）志向

の改善及び減少が、健康的な美しい女性を増やすことにつながると考えら

れ、食環境も含めた取り組みが必要とされています。 

 

 

図１３ 平成１７年「国民健康・栄養調査結果の概要」（厚生労働省） 

低体重（やせ）の者（BMI<18.5）の割合  （20 歳以上の女性） 

 

 

６． 高齢者の増加と医療費  

（１） 本市における高齢化率の上昇とそれに伴なう財政  

本市は団塊世代が多く、高齢化のスピードが速いのが特徴です。 

（図１４） 

高齢期は、食べる機能を維持向上させ、誤嚥
ご え ん

（摂食・嚥下
え ん げ

機能障害）に

よる肺炎・窒息の予防も大切です。 

また、介護保険の第１号被保険者数（６５歳以上の人）の増加と、第２号

被保険者数（４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者数）の減少がみられ

ます。高齢化の進展に伴い財源の確保とあいまって、増加する医療費抑

制のためにも元気高齢者が増える施策が求められています。（図１５） 
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図１４ 平成１８年度「統計たま」（市政資料）から 

人口ピラミッド 平 成 19 年 1 月 1 日 現 在 

 

図１５ 平成１８年度「疾病別医療費分析システム分析帳票」（東京都国民健

康保険団体連合会） 
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0.457649816
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                             当 該 保 険 者 ：本 市  比 較 保 険 者 ：他 市  
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（２） 元気高齢者が支え合う連携行政サービス  

本市では高齢化に伴い、高齢者世帯、独居世帯の急激な増加が予測

されます。「寝たきり予防で活力ある社会」の創成のためには、一人でも元

気 に自 立 して生 活 できるような健 康 対 策 ・介 護 予 防 対 策 が必 要 です。元

気高齢者の社会での活躍の場と機会の確保、さらに、その活動が市の活

性化の推進力となるような仕組みづくりが望まれています。 

本市では、「けんこう多摩手箱プラン」など、高齢者にも厚い健康支援施

策がとられており、さらに地域で展開することが求められています。元気高

齢者が、支援が必要な高齢者の支え合いの担い手になるような行政施策、

市民活動が必要になると考えられます。 

また、後期高齢者の生活圏を考えると、「食」を介した身近なご近所づき

あい、近くの商店街や地域で支え合えるまちづくりが求められます。 

 
 
 
図１６ 平成１７年「いきいき高齢社会のためのアンケート調査報告書」 

           （東京都立大学大学院地域保健福祉研究室） 
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７． 食育は、楽しく、おいしく！  

食育は“楽しく食べる、おいしく食べる”という視点からの取り組みも必要で

す。仲間と一緒に料理を作って食べる体験や会食は、食の知識や調理技術

が身につくだけでなく、地域の人との交流を深めることにもつながります。 

伝 統 食 や行 事 食 、郷 土 食 などの食 文 化 にふれることは、国 民 ・市 民 の財

産として、次代に受け継ぐべき大切なものです。これらの伝統的な製法や技

術で作られた「本物の味」や、発酵食品などの伝統的な食品の機能性を伝え

る機会を増やすなど、食文化にふれる体験が必要です。 
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食 文 化 の

喪失 

「食」の 

海外への 
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「食」の安全
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にする心の
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第３章 食育推進計画の内容  
１． 本市の食育の基本理念と目指す方向  

『食で育
はぐく

む多摩の子どもと市の未来』 

食育とは、生きていく上での基本となる「健全な食生活を自立して

営むことができる力」を持った人を育てることです。 

また、一人ひとりが「食」を楽しみ、生涯を健康で元気に充実した

人生を手に入れることで、明るい未来を思い描けることにつながりま

す。 

本計画の基本理念は、健全な「食」が子どもを心身共に健やかに育

むこと。また、子どもを介して多世代間・地域間のつながり、支え合

いを可能にし、今後増加する高齢者のＱＯＬ（生活の質）の維持・向

上に寄与することです。 

「食で育む多摩の子どもと市の未来」は、本計画の目指す方向であ

り、本市の豊かな未来を次の世代に託すことへの願いが込められてい

ます。 

多様なライフスタイルや価値観等が尊重された健全な食生活や食体

験を通した「食」の環境の実現、望ましい食習慣、食生活の確立を目

指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食を選 択 

する力 を 

つける 

食の安 全・ 

安心の 確保 

食文化の 

継承 
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大切さ 

食卓コ ミュ ニ
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食に関 する 

感謝の 気持 ち

望ましい 

食習慣の 
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２． 食育推進の取り組みと目標（計画の目指す方向）  

 
食育を推進することは、全ての世代にとって、よく噛んで味わうこ

との大切さや健康・栄養について認識し、食べることの意味の理解を

深めます。また、それだけでなく、農産物の生産や料理など、豊かな

体験を通じて、食への感謝の念や食文化の伝承、環境への関心を高め

ます。 

これらのことから、食育を推進するためには、「食育」を実現しやす

い環境や、人と人とのかかわりを広める仕組み・ネットワークづくり

が重要になります。 

そのため、「食」や「食育」に関して、さまざまな経験や機会を通じ、

個人だけでなく家庭、学校、商店会、企業、行政など地域全体のつな

がりを深めることで市全体の食育の推進に取り組み、食に関する「情

報の共有化」、「人と地域との連携・ネットワークづくり」、「体験活動

の推進」を共通目標とします。 

 

地域・市全体で取り組む「食育」の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人と地域との連携 

・ネットワークづくり 

情報の共有化 

食に関する 

体験活動の推進 
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３． 食育推進の体系  

本計画では、食にかかわる「情報の共有化」、「人と地域との連携・

ネットワークづくり」、「体験活動の推進」の３つの共通目標を、子ど

もだけ、あるいは高齢者だけと世代を限ることなく全市民が取り組み、

多様なライフスタイルや価値観を尊重して進めてゆくため、食育推進

の枠組みを「子ども」、「青年・成人」、「高齢者」という大きなライフステージと

実際に強くかかわるエリアを組み合わせ、以下のように分類し、それぞれのキ

ャッチフレーズ（目指す方向）を定めました。 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（１）市全体での共通の取り組み 

（２）ライフステージと地域とのつながり 

ライフステージ： 高齢者  
エリア  ： 高齢者と支え合う仕組み 

食べる幸せ身体に感じて 今日も笑顔で！ 

ライフステージ： 青年・成人  
エリア  ： 商店街と人とのつながり 

「おいしい」 「たのしい」「あんしん」 
多摩で育てる食べる喜び 

ライフステージ： 子ども  
エリア  ： 子どもと子どもをとりまく周囲の支援と環境  

（家庭・学校・地域） 

みんなではぐくむ「食」で元気な子どもたち 

ライフステージ： 全世代  
エリア  ： 全市民にかかわる共通事項  

（市全体での共通の取り組み） 

食で育
はぐく

む多摩の子どもと市の未来
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４． ライフステージごとの目標と取り組み  

（１） 全市民にかかわる共通事項（市全体での共通の取り組み）  

ライフステージ： 全世代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目標と取り組み  

 

食で育
はぐく

む多摩の子どもと市の未来 

情 報 の共 有 化 （発 信 収 集 ）のための仕 組 みづくり。 

「多 摩 市 食 事 バランスガイド（仮 称 ）」の作 成 。 

人 ・組 織 ・地 域 などの連 携 や情 報 の共 有 化 、食 育 の普 及 啓 発 等 、食 育

を推 進 するための核 となる食 育 ネットワークの構 築 。 

② ネットワークづくり（人・組織・ 

地域との連携） 

健 康 づくり、食 育 推 進 にかかわる実 態 調 査 ・研 究 、介 入 研 究 を通 して、

食 育 の推 進 や食 育 にかかわる社 会 への還 元 、施 策 への反 映 。 

④ 調査研究 

食 育 普 及 、食 育 活 動 への参 加 の機 会 として、市 内 各 種 イベントの機 会

に、市 民 ・団 体 ・企 業 等 との共 同 開 催 の食 育 推 進 事 業 の実 施 。 

① 情報の共有化 

③ 体験活動の推進（イベントを 

通した食育推進・普及） 
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（２） ライフステージと地域とのつながり  

（2）－１ 子どもと子どもをとりまく周囲の支援と環境（家庭・学校・

地域）  

ライフステージ： 子ども 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

みんなではぐくむ「食」で元気な子どもたち 

目標と取りくみ  

学 校 等 からの情 報 の発 信 、組 織 や地 域 が情 報 を介 して家 庭 での食 育 を支 援 す

る。安 心 、安 全 な食 べ物 をはじめ、よく噛 んで食 べる機 能 の発 達 を育 み、食 に関

する知 識 を得 る機 会 を増 やす。 

学 校 等 の食 育 事 業 （授 業 ）への保 護 者 、地 域 の人 々の支 援 。保 育 所 等 と学 校 と

の連 携 による継 続 性 のある食 育 の実 施 。地 域 全 体 での食 育 事 業 の展 開 。安 心 、

安 全 な食 べ物 をはじめ、食 に関 する知 識 を得 る機 会 を増 やす。 

② ネットワークづくり（人・組織・ 

地域との連携） 

農 業 体 験 を通 した食 の生 産 及 び地 産 地 消 による安 心 、安 全 への理 解 と農 業 関

係 者 との連 携 。 

学 校 農 園 の活 用 。野 外 活 動 での生 産 ・収 穫 体 験 の場 と機 会 を増 やす。生 産 者

とのふれあい体 験 や交 流 の実 施 。 

① 情報の共有化 

③ 体験活動の推進（農業とのふれあいを 

通した体験ならびに地域との連携） 

イベントを通 した食 の楽 しみを味 わうことによる地 域 との連 携 。 

地 域 のイベントを通 して、伝 統 食 や行 事 食 等 を子 どもや保 護 者 に伝 える。  

作 る（料 理 ）体 験 ・食 べる体 験 を通 した地 域 との連 携 。 

「ふれあい給 食 」を通 した地 域 の人 との交 流 の活 性 化 。料 理 体 験 や会 食 を通 じ

食 の知 識 を身 につける機 会 を増 やす。地 産 地 消 など生 産 者 のわかる食 材 を利

用 した料 理 を知 る機 会 を増 やす。 

文 化 活 動 やスポーツ活 動 との関 わりから学 ぶ食 育 。 

郷 土 食 の料 理 体 験 や国 内 及 び海 外 の食 文 化 を学 ぶ機 会 を増 やし、地 域 文 化

や食 文 化 への理 解 を深 める。 

栄 養 やスポーツの専 門 家 と、スポーツ少 年 団 体 、競 技 団 体 との連 携 による食 育

事 業 を実 施 し、食 と体 の関 係 の理 解 を深 める。 
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（２）－２ 商店街と人とのつながり  

ライフステージ： 青年・成人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「おいしい」 「たのしい」 「あんしん」  

多摩で育てる食べる喜び 

目標と取り組み  

食 育 に関 心 のある食 関 連 企 業 （業 者 ）の普 及 。「多 摩 市 食 事 バランスガ

イド（仮 称 ）」を活 用 した市 民 への食 育 推 進 。食 育 を介 した商 店 街 と人 と

のつながりの活 性 化 。安 心 、安 全 や健 康 に配 慮 できる飲 食 店 ・小 売 店 ・

特 定 給 食 施 設 などを増 やす。 

 商 店 街 を介 した人 とのつながり・地 域 とのつながりで進 める食 育 。 

食 を介 した市 民 同 士 のふれあいの推 進 。生 産 者 と消 費 者 の交 流 や製

造 ・販 売 業 者 と消 費 者 との交 流 。友 好 都 市 （富 士 見 町 ）の交 流 事 業 等

の実 施 。 

② ネットワークづくり（人・組織・地

域との連携） 

① 情報の共有化 

③ 体験活動の推進（多摩で伝える、多摩 

で育てる） 

人 とのつながりを介 した文 化 の創 成 と伝 承 を図 る。 

郷 土 料 理 を作 る、作 った料 理 を食 べるといった体 験 の機 会 を提 供 す

る。 

出 身 地 （国 内 及 び海 外 ）の食 文 化 の交 流 を図 る。 

地 域 の施 設 や商 店 会 を利 用 した高 齢 者 からの地 方 の食 文 化 伝 承 体

験 などの機 会 を増 やす。 

食 べ物 の大 切 さを通 じて、循 環 、環 境 への配 慮 につなげる。 
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（２）－３ 高齢者と支え合う仕組み  

ライフステージ： 高齢者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
食べる幸せ身体に感じて 今日も笑顔で！ 

目標と取り組み  

若 い世 代 から高 齢 者 に至 るまで、多 世 代 間 でつながりのある情 報 の共

有 化 を図 る。 

市 民 、組 織 、行 政 との連 携 を図 る。 

元 気 な高 齢 者 による支 援 が必 要 な高 齢 者 への支 え合 いの仕 組 みづく

りの推 進 。 

② ネットワークづくり（人 ・組 織 ・地

域との連携） 

① 情報の共有化  

 

③ 体験活動の推進（農業体験・つくる 

体験（料理）・食べる体験を通した 

人とのつながり・支え合い） 

高 齢 者 の経 験 ・知 識 を生 かし、地 域 との交 流 で、地 産 地 消 の農 業 を

通 じた食 への感 謝 ・理 解 や、多 世 代 間 の交 流 へつなげ、食 べ物 を「あ

りがたい」「もったいない」と思 う感 謝 の気 持 ちを、子 どもたちに伝 えるこ

とができる取 り組 みを目 指 す。 

元 気 高 齢 者 の食 育 推 進 活 動 への参 加 により、ＱＯＬ（生 活 の質 ）の向

上 につなげる。 

「食 」を介 した身 近 なご近 所 づきあい、近 くの商 店 会 や地 域 で支 え合

えるまちづくりを目 指 す。 

高 齢 者 ボランティア等 が中 心 になった地 域 での料 理 教 室 を通 し、健

康 の保 持 、口 腔 ケアを含 めた自 立 の維 持 などに対 応 できる食 育 の機

会 を増 やす。 

共 に食 べる機 会 や場 を増 やすことによる高 齢 者 同 士 の支 え合 い、自

立 の維 持 を目 指 す。「寝 たきり予 防 で活 力 ある社 会 」の創 成 や、一 人

でも元 気 に自 立 して生 活 できるような健 康 対 策 ・介 護 予 防 対 策 につ

ながる。 
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５． 関係者・関係機関の役割  

 
国の食育基本法、都の食育推進計画では、関連機関など、それぞれの役割

が設けられています。本市においても計画を推進し、実効性あるものとしていく

ためには、市民、家庭、保育所・学校、地域、食関連事業者、生産者、行政等

さまざまな立場の方がそれぞれの役割を果たしていくことがとても重要です 

 

関係者・関係機関 役割 

１.市民・家庭 

・生涯健康で生活できるよう自ら努める 

・自立した食生活を営む力をつける 

・積極的に食育活動に参加する 

２.保育所・学校等 
 

保育所、幼稚園、小学校、中学校、

高校、大学、専門学校、ＰＴＡ、

学識経験者など  

 

・乳幼児から青年期までの関係機関で

連携を図る 

・子どもの発達に応じた継続性のある食

育を行う 

・食育に関する情報を提供する（家庭で

の食育推進の支援） 

・さまざま機会、場を活用し食育活動に

取り組む 

３.地域 

 
各種メディア（多摩テレビ、エフエム多

摩、ミニコミ誌、新聞など）地域・高齢 

者 ボランティア、青 少 年 委 員 、スポー

ツリーダー、商店会、コミュニティセン 

ター、子ども会、青少年問題協議会 

地区委員会（以下「青少協地区委員

会」という。）自治会、老人会、自主グ 

ループ、消費者団体、食育ネットワー 

ク（仮）、地域活動栄養士会、栄養連

絡 会 、ボランティアセンター、社 会 福

祉協議会、スポーツ少年団体、スポー

ツ競技団体、体育協会、プロスポーツ

 

・食を通した市民同士の交流を行う 

・さまざまな機 会 に食 育 の情 報 を提 供

する 

・地域のイベント等を通し、食文化の伝

承を担う 
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４.食関連事業者 

 

多摩商工会議所、企業、 

流通業者、小売業者など 

・食の安心、安全を確保する 

・食品に関する情報提供を図る 

・市民を対象とした食育活動に取り組

む 

５.生産者 

 
農 家 ・農 業 経 験 者 、農 業 協 同 組 合 団

体など 

・地産地消や栽培生産等、食に関す

る情報を発信する 

・さまざまな農や食に関する体験の機

会を提供する 

・教育関係者等と連携し食育活動を

行う 

６．行政 
 

広報広聴課、文化スポーツ課－消費

生活センター、市民活動支援課、経済

観光課、農業委員会、子育て支援

課、児童青少年課－児童館、健康推

進課、高齢支援課、ごみ対策課、学

校支援課－学校給食センター、教育

指導課、公民館、八ヶ岳少年自然の

家 

その他の市の関係部署、各種関係機

関、東京都南多摩保健所 

 

 

・食育推進の核となる機能を充実する

・食 育 の普 及 啓 発 に必 要 な情 報 を提

供する 

・食育推進事業を行う 

・食育活動を行う団体等を支援する 

・関連機関・団体の連携調整を実施

する 
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第４章 食育推進の目標と取り組み、推進体制、目標値  
１． 食育推進の目標と取り組み、推進体制  

（１） 全市民にかかわる共通事項（市全体での共通の取り組み）  

 

 

① 情報の共有化 

・ 健康・栄養情報、食育情報（ネットワーク、自主グループの活動、イベント

などの情報も含む）が適切に発信され、市民が自分に必要な情報を収集

でき、また、自ら主体的に情報を発信できる情報の共有化（発信・収集）

のための仕組みづくりに取り組みます。 
・ 食事のとり方を理解でき活用出来る共通ツール「多摩市食事バランスガイ

ド（仮称）」の作成と活用をします。 
 

食育に取り組む推進体制  
目  標 主な取り組み(内容） 

行政以外 行政  

全 世 代 が食 に関 する

適 切 な情 報 を得 られ

るように、情 報 の共 有

化 （ 発 信 収 集 ） を 図

る。 

＊食 育 に関 する情 報 を提 供 すると

共 に 、 市 民 の 食 育 活 動 の 紹 介

や 、 食 育 活 動 団 体 や 人 の 情 報

発信を進めてゆく。 

＊広 報 、情 報 誌 などによる普 及 啓

発活動を強化する。 

＊メディア（地 域 版 など）を活 用 した

情報提供。 

・食育についての情報発信を行う。

 （地 産地 消や栽 培又は生 産 、よく

噛むことの大切さ「食べ方」等） 

家 庭  

各 種 メ デ ィ ア

（多 摩 テレビ、

エ フ エ ム 多

摩 、 ミ ニ コ ミ

誌 、 新 聞 な

ど） 

商 工 会 議 所  

商 店 会  

農 業 協 同 組

合  

自 治 会 等 、企

業  

各 種 関 係 団

体  

その他  

健 康 推 進 課  

広 報 広 聴 課  

市 の 関 係 部

署  

各 種 関 係 機

関  

食で育む多摩の子どもと市の未来  
ライフステージとエリア 

全世代を対象とした、全市民にかかわる共通事項  
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子どもから高齢者まで

市 民 が 食 事 の と り 方

が 理 解 で き 活 用 で き

る共 通 ツールとして、

多 摩 市 版 の「多 摩 市

食 事 バ ラ ン ス ガ イ ド

（仮 称 ）」を作 成 し、さ

ま ざ ま な 場 や 機 会 を

通 し て 市 民 へ の バ ラ

ンスのとれた食事に関

する普 及 啓 発 、活 用

を図り、市民 の理解を

深める。 

＊「多 摩 市 食 事 バランスガイド（仮

称）」の作成 

＊「多 摩 市 食 事 バランスガイド(仮

称）」の活用のための資料（リーフ

レット、マニュアルなど）の作成 

＊「多 摩 市 食 事 バランスガイド（仮

称 ）」の普 及 と活 用 を促 すための

事業の実施 

栄 養 連 絡 会  

学 識 経 験 者  

各 種 関 係 団

体  

その他  

健 康 推 進 課  

学 校 給 食 セン

ター 

保 健 所  

市 の 関 係 部

署  

各 種 関 係 機

関  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❁こんな食育事業に取り組んでいます！ 

 

❏  けんこう多摩手箱プラン応援店・団体が健康づくり、食育の推進

に取り組んでいます。（健康推進課） 

❏  「食 」に関 する図 書 等 の展 示 コーナーを設 置 して、食 育 に関 する

情報や学習の機会を提供しています。（図書館） 

❏  栄 養 士 ・管 理 栄 養 士 等 が地 域 の集 会 所 等 において、出 張 健 康

栄養相談や食育講師派遣事業を行っています。（健康推進課） 

 

食育講師派遣事業 

（健康推進課） 

けんこう多 摩 手 箱 プラン応 援 店 看 板

プレート（健康推進課） 
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② ネットワークづくり（人・組織・地域との連携）  

人・組織・地域などの連携や情報の共有化により、市民等が主体となり、食

育推進のための核となる食育ネットワークを構築します。 
 

食育に取り組む推進体制
目  標 主な取り組み(内容） 

行政以外 行政 

全 市 的 に食 育 を推 進

するための核 となる食

育 ネットワークを構 築

する。 

＊食 育 推 進 のための核 となる食 育

ネットワークを構築する 

・市 民 や地 域 が主 体 となった食 育

ネットワークの形成を促す 

・食 育 にかかわる企 業 、団 体 、自 主

グループなどの食 育 ネットワーク

の形成を促す 

・他 の地 区 の食 育 活 動 の情 報 を得

られやすくなるような取 り組 みの

推進 

家 庭  

食 育 ネ ッ ト ワ

ーク 

商 工 会 議 所  

商 店 会  

農 業 協 同 組

合  

自 治 会 等  

企 業  

各 種 関 係 団

体  

各 種 メ デ ィ ア

（多 摩 テレビ、

エ フ エ ム 多

摩 、 ミ ニ コ ミ

誌 、 新 聞 な

ど） 

健 康 推 進 課  

市 の 関 係 部

署  

各 種 関 係 機

関  

 
③ 体験活動の推進（イベントを通した食育推進・普及） 

 各種イベントの機会に、食育推進事業を開催し、市民が食育に触れる機

会を増やします。 
 

食育に取り組む推進体制
目  標 主な取り組み(内容） 

行政以外 行政  

各 種 イベントにおける

食 育 推 進 事 業 の 参

加 、 共 同 開 催 な ど を

通 した市 民 への食 育

の 普 及 ならびに 市 民

の食育への参加。 

＊食 育 月 間 （６月 ）の国 による食 事

バランスガイド普 及 活 動 とあわせ

て、「多 摩 市 食 事 バランスガイド

（仮称）」の普及を行う 

＊健 康 づくり月 間 （1０月 、１１月 ）に

実施されるさまざまな事業 への食

育 推 進 活 動 の参 加 を通 して、市

民への食育推進、啓発を図る 

家 庭  

健 康 推 進 課  

市 の 関 係 部

署  

各 種 関 係 機

関  

保 健 所  
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④ 調査研究  

 健康づくり、食育推進にかかわる実態調査・研究等を実施し、その成果を

食育の推進及び食育にかかわる事業や施策へ反映していきます。 
 

食育に取り組む推進体制
目  標 主な取り組み(内容） 

行政以外 行政  

健康づくり、食育推進

などにかかわる調査を

通 し て 、 食 育 の 推 進

や 食 育 に かか わ る 施

策への反映を図る。 

＊健 康 づくり、食 育 推 進 、健 康 ・食

生活関連実態調査などの実施 

＊市 内 及 び近 隣 大 学 等 との連 携

による調査、研究の実施 

＊健 康 教 育 ・食 に関 する教 育 ・食

育プログラムの開発等への反映 

＊学校給食の提供のあり方の研究

市 内 及 び 近

隣 の 大 学 等

の 学 識 経 験

者  

各 種 関 係 団

体  

高 齢 支 援 課  

健 康 推 進 課  

教 育 委 員 会  

各 種 関 係 機

関  
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（２） ライフステージと地域とのつながり  

子ども、青年・成人、高齢者という大きなライフステージと実際に強くかか

わるエリアで、それぞれの目標と取り組みを設定しました。 
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（２）－１ 子どもと子どもをとりまく周囲の支援と環境（家庭・学

校・地域）  

 

 
 
子どもを対象とした食育を推進するとともに、家庭、学校、地域の連

携を深め、学校で学ぶ食育を地域に広めるとともに、子どものみならず家

庭や学校も地域が支える体制を充実していきます。 
学 校 における給食 を活 用 した食 育 活 動 を推 進 し、子 どもの時の豊 か

な自然と人間関係、「おいしく楽しい給食」を通して、「ふるさとの思い出」

がはぐくまれるよう取り組んでいきます。 
 

 

みんなではぐくむ「食」で元気な子どもたち 
ライフステージとエリア 

子どもと子どもをとりまく周囲の支援と環境 （家庭・学校・地域） 
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① 情報の共有化  

 保育所・幼稚園・小学校・中学校で実施している食育について、家庭に

情報を提供し、家庭と保育所・幼稚園・小学校・中学校との食に対する共

通理解を促します。関係機関や地域が情報を介して家庭での食育を支援

することを目標とします。孤食等を避ける環境づくりとよく噛んで味わって食

べる機会や安心、安全な食べ物をはじめ、食に関する知識を得る機会を増

やします。 
食育に取り組む推進体制

目  標 主な取り組み(内容） 
行政以外 行政 

＊保 育 所 ・幼 稚 園 ・小 学 校 ・中 学

校 等 での食 育 の取 り組 みなどの

食育情報を家庭に提供する 

・給食だよりや献立表などの活用 

・学 校 給 食 センターからのさまざま

な機会を利用した情報発信 

・保 護 者 への連 絡 表 やお便 りなど

での、食 育 に 関 する一 口 メモの

掲載 

・よく噛 んで食 べる習 慣 や孤 食 等 を

避ける環境づくりの啓発 

・その他 

 

保 育 所 ・ 幼 稚 園 ・ 小

学 校 ・中 学 校 で実 施

し て い る 食 育 に つ い

て、チラシやホームペ

ー ジ 等 を 通 し て 家 庭

に 情 報 を 提 供 し 、 家

庭 と保 育 所 ・幼 稚 園 ・

小 学 校 ・ 中 学 校 と の

食 に対 する共 通 理 解

を促す。 

 

ま た 、 組 織 や 地 域 が

情 報 を介 して家 庭 で

の食育を支援する。 

＊保護者や地域住民の保育所・幼

稚 園 ・小 学 校 ・中 学 校 等 での食

育事業（授業）への参加などを通

して、食 育 内 容 の共 通 理 解 を深

め、家 庭 における食 育 の実 践 を

促進する 

・公開授業 

・ふれあい給食 

・給食試食会 

・保 護 者 による食 育 事 業 （授 業 ）へ

の参加 

・学校給食の充実 

・その他 

家 庭  

地 域  

保 育 所  

幼 稚 園  

PTA(保 護 者 ) 

健 康 推 進 課  

教 育 指 導 課  

小 学 校 ・中 学

校  

学 校 給 食 セ

ンター 

子 育 て 支 援

課  
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❁こんな食育事業に取り組んでいます！ 

 

消費生活センターで 

❏ 夏 休 み親 子 消 費 者 スクールを開 き、毎 日 、口 にしている食 料 品 を

実 験 や実 習を通 して知識 を体 験 的に学 んでいます。（文 化スポーツ

課・消費生活センター） 

小中学校で 

❏ 小 児 生 活 習 慣 病 予 防 健 診 事 後 相 談 会 の実 施  小 児 生 活 習 慣 病

予 防 健 診 において指 導 などが必 要 な児 童 ･生 徒 及 び保 護 者 の方

へ、医師・管理栄養士・運動指導士が、医学指導・栄養指導・運動

指導を行っています。（学校支援課） 

❏ 「給食メモカレンダー」の発行 小 学 校 に お い て 、 毎 月 の 献 立 に 興

味 ・関 心 ・理 解 がより深 まるように、食 に関 する内 容 を掲 載 し、献 立

や栄 養に関する内 容をカレンダー形式 に作 成し、毎 月 各 クラスに配

布しています。（学校給食センター） 

❏ 「給食だより」の発行 家 庭 へむけて、給 食 センターに関 する内 容 や

食 に関 する内 容 を掲 載 した給 食 だよりを発 行 し、全 児 童 生 徒 に配

布しています。（学校給食センター） 
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② ネットワークづくり（人・組織・地域との連携）  

地域の中で食の知識を身に付け体験できる機会や場の増加、企業主催

の子どもや保護者を対象とした食育教室などを開催します。 
個人、組織や企業などとの積極的な食育の事業（授業）の実施による、

地域全体の食育運動の展開を促すことを目指します。 
 

  ②－１ 人との連携  

 学校等で実施する食育事業（授業）への保護者、他の組織スタッフ、地

域住民の支援、食べものの作り手（生 産、加工など）と消費者（子ども、保

護者）との連携を図ります。 
 

食育に取り組む推進体制
目  標 主な取り組み(内容） 

行政以外 行政  

保 育 所 ・ 幼 稚 園 ・ 小

学 校 ・中 学 校 で実 施

す る 食 育 の 事 業 （ 授

業）に、食育担当者ま

たはボランティアとして

保 護 者 、他 の組 織 ス

タッフ、地域住民が参

加 す る こ とで 、 人 と の

連携を図る。 

食 べものの作 り手 （生

産 、加 工 など）と消 費

者 （ 子 ど も 、 保 護 者 ）

との連携を図る。 

＊保 育 所 ・幼 稚 園 ・小 学 校 ・中 学

校における食育の事業（授業）へ

の参加・協働 

・学校給食センター栄養士の参加

・保護者の協力 

・地 域 のボランティア、高 齢 者 ボラ

ンティアなどの協力 

・農業関係者などの協力 

・その他 

（組 織 との連 携 、体 験 活 動 の推 進

とも関連する） 

家 庭  

保 育 所  

幼 稚 園  

地 域 のボラ ン

ティア 

高 齢 者 ボラン

ティア 

農 家 ・農 業 経

験 者  

商 店 会  

企 業  

学 校 給 食 セ

ンター 

小 学 校 ・中 学

校  

子 育 て 支 援

課  

経 済 観 光 課  

農 業 委 員 会  
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  ②－２ 組織・地域との連携  

 保育所・幼稚園と小学校さらには中学校との連携による、子どもたちの発

達に応じた継続性のある食育の実施、社会科見学等の体験できる機会を

増やします。企業等の食育の取り組みと連携します。 
 

食育に取り組む推進体制
目  標 主な取り組み(内容） 

行政以外 行政  

保育所・幼稚園と、小

学 校 、 さ ら に は 中 学

校 との連 携 による、子

どもたちの発達 に応じ

た継 続 性 のある食 育

を行う。 

＊保 育 所 ・幼 稚 園 と小 学 校 、さらに

は中 学 校 で実 施 されている食 育

についての情報交換を行う 

＊異 なる年 齢 の子 どもを対 象 とした

食 育 事 業 （授 業 ）への共 同 開 催

などを通 して、食 育 を担 う立 場 の

ものが子 どもの発 育 発 達 に応 じ

た食育の在り方を理解する 

 

保 育 所  

幼 稚 園  

企 業  

家 庭  

子 ど も が 地 域 の 中

で 、 食 の 知 識 を 身 に

付 け 、 体 験 で き る 機

会や場を増やす。 

・ 学校給食センターの社会科見学

・ 市場等の社会科見学 

・ 食品加工工場等の社会科見学 

・ その他 

保 育 所  

幼 稚 園  

企 業  

家 庭  

教 育 指 導 課  

小 学 校 ・中 学

校  

学 校 給 食 セ

ンター 

子 育 て 支 援

課  

❁こんな食育事業に取り組んでいます！ 

市内の保育所・幼稚園で 

❏  各園で定める「食育計画」や年間行事計画に基づき、芋掘り等

の農 業 体 験 や季 節 の行 事 等 を通 じた食 育 事 業 を実 施 していま

す。（子育て支援課） 

小中学校で 

❏  食 育 研 究 校 での取 り組 みを参 考 に、各 学 校 で食 育 事 業 （授

業）に取り組んでいます。また、学校給食センターの栄養士による

食 に関 する指 導 を行 っています。（教 育 指 導 課 ・学 校 給 食 センタ

ー） 
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企 業 主 催 の子 どもや

保 護 者 を 対 象 と し た

食 育 教 室 な ど を 通 し

て 、 企 業 と 積 極 的 な

食 育 事 業 を 図 り 、 地

域 住 民 と 企 業 と の 連

携を図る。 

＊企業による食育事業の推進 

・ ガス会 社 、電 力 会 社 による親 子

料理教室 

・企 業 、商 店 等 による親 子 対 象 の

食育イベントの開催 

・その他 

（体験学習も含む） 

企 業  

家 庭  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 

 

❁こんな食育事業に取り組んでいます！ 

保育園で 

❏  公 私 立 保 育 園 栄 養 士 担 当 者 部 会 で、栄 養 士 の自 主 的 学 習 や

情 報 交 換 等 を行 ない、保 育 園 における食 育 の推 進 に努 めていま

す。（子育て支援課） 

小中学校で 

❏  教 員 を対 象 として乳 ・幼 児 期 から学 童 期 ・青 年 期 の発 達 段 階 に

応 じた食 育 プログラムについて理 解 し、各 学 校 の食 育 全 体 計 画 や

年 間 指 導 計 画 の作 成 に生 かすため、食 育 に関 する夏 季 集 中 研 修

を実施しています。（教育指導課） 

❏  小学校３年生の学校給食センターへの社会科見学で、給食への

興 味 ・関 心 ・理 解 を図 り、給 食 を進 んで食 べたいと思 う気 持 ちを育

み、給食のできるまでの説明及び給 食の献立例 を用いて身体に必

要な栄養の説明を行っています。（学校給食センター） 

 

北貝取小学校 

授業にて 

ダ イ ズ か ら の 豆 腐 づ く

りに見入る４年生 

（教 育 指 導 課 ・北 貝 取

小学校） 
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③ 体験活動の推進（農業とのふれあいを通した体験ならびに地域との

連携）  

 ③－１ 農業体験等を通した食の生産の理解と農業関係者との連携  

学校農園の活用による栽培や、食べることを通した食物の大切さを知る

機会、野外活動での生産・収穫体験の場と機会を増やします。 

農家などの生産者とのふれあい体験を充実させ、都市農業への理解を

深める機会、生産者または出荷者団体のわかる国内産食材の流通を学び、

地産地消や食の安全を理解する体験を増やします。 

 友好都市（富士見町）の生産者等と交流し、生産体験の機会を増やし、

子どもの農業学習を充実させることを目指します。 
 

食育に取り組む推進体制
目  標 主な取り組み(内容） 

行政以外 行政  

学 校 農 園 を 活 用 し 、

子 ど も が 野 菜 な ど を

栽 培 し、食 べることを

通 し て 、 食 物 の 大 切

さ を 知 る 機 会 を 増 や

す。 

＊学校農園での栽培を支援する体

勢強化 

＊栽 培 指 導 者 や地 域 のボランティ

アによる農 業 を通 した食 育 の実

施（人との連携）。 

学 校 農 園 （畑 ・水 田 ）

や野 外 活 動 での生 産

体 験 ・収 穫 体 験 の場

と機会を増やす。 

都 市 農 業 への理 解 を

深 め 、 食 の 大 切 さ を

実 感 する機 会 を増 や

す。 

農 家 な ど の 生 産 者 と

の ふれあい体 験 を充

実する。 

＊子 どものみならず保 護 者 も一 緒

に参 加 できる、生 産 体 験 の場 と

機会を増やす 

・農業ウォッチングラリー等の実施 

・ 農 業 経 験 者 （ 高 齢 者 ボ ラ ン テ ィ

ア）による作業支援 

・農 家 ・農 業 関 係 者 の指 導 による

作物栽培経験 

・農 家 ・農 業 関 係 者 の支 援 による

保育所・幼稚園児の芋掘り体験 

・農 業 委 員 会 と共 同 での農 業 体 験

など（児童館） 

・その他 

家 庭  

農 業 協 同 組

合  

農 家 、 農 業

経 験 者  

地 域 のボラ ン

ティア 

高 齢 者 ボラン

ティア 

保 育 所  

幼 稚 園  

農 業 委 員 会  

経 済 観 光 課  

児 童 館  

小 学 校 ・中 学

校  

健 康 推 進 課  
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友 好 都 市 （ 富 士 見

町 ） の 生 産 者 等 と 交

流 し生 産 体 験 する機

会を増やす。 

＊農 産 物 の栽 培 や収 穫 など（友 好

都 市 （富 士 見 町 ）の農 家 への宿

泊体験なども含む） 

農 家  

富 士 見 町  

八 ヶ 岳 少 年

自 然 の家  

生 産 者 または出 荷 者

団 体 の分 かる国 内 産

食 材 の 供 給 を通 して

地産地消や食の安全

を 学 び 、 体 験 す る 機

会を増やす。 

＊ 食 の 履 歴 表 示 の シ ス テ ム の 充

実 

＊生 産 者 や出 荷 団 体 、流 通 業 者

への「食の安全」に関する研修の

充実 

流 通 業 者  

小 売 業 者  

農 家  

農 業 協 同 組

合  

その他  

教 育 振 興 課  

経 済 観 光 課  

❁こんな食育事業に取り組んでいます！ 

児童館で 

❏  農業委員会と協力して、子どもたちに、「さつまいもやさといも」の

栽 培 や収 穫など体験 を通 して「食」に関 する知識 やその大切 さ、ま

た、「農 」の大 切 さを知 ってもらい農 業 への関 心 を深 めるとともに、

学習面及び情操面での効果を図るためふれあい農業（体験農業）

を実施しています。（農業委員会・児童館） 

小中学校で 

❏  生 活 科 や総 合 的 な学 習 の時 間 等 を活 用 し野 菜 等 の栽 培 活 動

をしたり、修学旅行で農家に宿泊し農業体験をしている学校など、

各学校でそれぞれに取り組みを進めています。（教育指導課） 

学校給食センターで 

❏  地 場 野 菜 使 用 にあわせ、使 用 する地 場 野 菜 について、生 産 農

家 から伺 った話 や写 真 をもとに編 集 した｢お知 らせ」を各 学 校 に発

行しています。旬の野菜とその生産過程や苦労話など地産地消を

知 ってもらうことにより、作 り手 側 への感 謝 の気 持 ち、農 業 や食 の

大切さを伝えています。（学校給食センター） 

地域の農家の方と 

❏  市 民 の方 へ、農 業 への関 心 と理 解 を深 めてもらうため、市 内 の

畑で収 穫したり、収 穫した野菜 で作 った料理を食べたりする、農業

ウォッチングラリーを実施しています。（農業委員会） 

  

                       ３９  
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③－２ イベントを通した食の楽しみを味わうことによる地域との

連携   

 地域のイベントを通して、伝統食や行事食等を子どもや保護者に伝え、

食の楽しみを味わい、地域との連携も深めます。 
 

食育に取り組む推進体制
目  標 主な取り組み(内容） 

行政以外 行政  

地 域 でのイベントを通

し て 、 伝 統 食 や 行 事

食 等 を 子 ども や 保 護

者に伝える。 

＊地 域 のおまつり等 で食 育 の情 報

提供を積極的に行う 

・どんど焼き 

・とん汁 

・その他（伝統行事など） 

家 庭  

自 治 会 等  

コミュニティセ

ンター 

青 少 協 地 区

委 員 会  

ＰＴＡ 

商 店 会  

小 学 校 ・中 学

校  

児 童 青 少 年

課  

児 童 館  

 
 

体験農業「ポテトメイト」   

  （連光寺児童館） 体 験 農 業 「 修 学 旅 行 岩 手 県 に て 」 

（教育指導課・諏訪中学校） 
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③－３ 作る（料理）体験・食べる体験を通した地域との連携  

「ふれあい給食」を通した地域の人との交流の活性化、料理体験や会食

を通じ、食の知識を身につける機会を増やします。また、生産者のわかる食

材を利用した料理を知る機会を増やし、地産地消や食の安全への理解を

深めます。 
食育に取り組む推進体制

目  標 主な取り組み(内容） 
行政以外 行政  

「ふれあい給 食 」を通

し た 地 域 の 人 と の 交

流の活性化。 

＊小 学 校 ・中 学 校 で実 施 する「ふ

れあい給 食 」を通 し、子 どもと地

域 の人 との交 流 から、食 育 推 進

を図る 

子 どもや子 育 て世 代

が料 理 体 験 や会 食 を

通 じ 、 食 の 知 識 を 身

に つ け る 機 会 を 増 や

す。 

・季 節 の行 事 等 を通 じた行 事 食 の

紹介や体験事業 

・離乳食・幼児食講習会 

生 産 者 または出 荷 者

団 体 の分 かる国 内 産

食 材 を利 用 した料 理

を知 る機 会 を増 やし、

地産地消や食の安全

への理解を深める。 

・親子料理教室 

・食育講座 

・その他 

家 庭  

コミュニティセ

ンター 

青 少 協 地 区

委 員 会  

保 育 所  

幼 稚 園  

企 業  

地 域 活 動 栄

養 士 会  

専 門 学 校  

教 育 指 導 課  

小 学 校 ・中 学

校  

健 康 推 進 課  

学 校 支 援 課  

児 童 館  

公 民 館  
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❁こんな食育事業に取り組んでいます！ 

健康センターで 

❏  パパ･ママ学 級 や離 乳 食 講 習 会 ・離 乳 食 ステップコースなどによ

り、妊 娠 期 から乳 児 の離 乳 期 まで、栄 養 や食 の情 報 提 供 をしてい

ます。（健康推進課） 

❏  幼 児 食 講 習 会 や幼 児 歯 科 相 談 事 業 で、保 護 者 の方 を対 象 に、

幼児期に適切な食事やおやつについての情報、食の大切さについ

ての情報提供や相談を行っています。（健康推進課） 

児童館で 

❏  乳幼 児 を持つ保 護 者に対し、子 育て講座を通して「食」に関する

知 識 や情 報 を提 供 することによって食 の大 切 さを伝 えています。

（児童青少年課） 

小学校で 

❏  小 学 校 の親 子 を対 象 に、親 子 料 理 教 室 を開 催 し、健 康 維 持 の

た め に 食 の 知 識 や 食 事 バ ラ ン ス な ど に つ い て 学 ん で い ま す 。  

（学校支援課） 

 

親 子 料 理 教 室 「親 子 でバランスの

よいお弁当作り」 （学校支援課） 
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③－４ 文化活動やスポーツ活動との関わりから学ぶ食育  

郷土食の料理体験や食文化を学ぶ機会を増やし、国内に限らず海外

の地域文化や食文化への理解を深めます。 
栄養やスポーツの専門家と、スポーツ少年団体、競技団体との連携によ

る食育事業を支援し、食と体の関係の理解を深めます。 
 

食育に取り組む推進体制
目  標 主な取り組み(内容） 

行政以外 行政  

子 ども、子 育 て世 代 、

地 域 の 方 を 対 象 と し

た郷 土 食 の料 理 体 験

機 会 や食 文 化 を学 ぶ

機 会 を 増 や し 、 国 内

に限 らず海 外 の地 域

文 化 や食 文化 への理

解 を深 める。 （食 体

験 を 通 し た 地 域 と の

連携）。 

・郷土料理教室 

・多摩そばづくり 

・高齢者ボランティアや自主グルー 

プによる料理講習会 

・海外の料理講習会 

・その他 

地 域 のボラ ン

ティア 

コミュニティセ

ンター 

健 康 づ く り 推

進 員  

高 齢 者 ボラン

ティア 

青 少 協 地 区

委 員 会  

ＰＴＡ 

家 庭  

市 民  

青 少 年 委 員  

健 康 推 進 課  

教 育 支 援 課  

児 童 青 少 年

課  

公 民 館  

小 学 校 ・中 学

校  

栄 養 や ス ポ ー ツ の 専

門 家 と、スポーツ少 年

団 体 、 競 技 団 体 と の

連 携 による食 育 事 業

を支援 し、食と体の関

係の理解を深める。 

＊市内スポーツ団体や、スポーツ指

導 者 と栄 養 の専 門 家 の連 携 によ

る食 育 事 業 の実 施 を支 援 して行

く。 

・スポーツ青 少 年 の食 生 活 支 援 （ス

ポーツ栄 養 学 の視 点 から、市 内

スポーツ団 体 や指 導 者 を対 象 と

した講演会の実施並びに本人や

保 護 者 への情 報 提 供 、アドバイ

スの実施等） 

スポーツ少 年

団 体  

スポーツ競 技

団 体  

体 育 協 会  

ス ポ ー ツ リ ー

ダー 

プ ロ ス ポ ー ツ

団 体  

ＰＴＡ 

家 庭  

市 民  

健 康 推 進 課  

文 化 スポーツ

課  
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❁こんな食育事業に取り組んでいます！ 

公民館で 

❏ ＴＩＣ（Ｔａｍａ Ｃｉｔｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｅｎｔｅｒ：多 摩 市 国 際 交 流 センタ

ー）と連 携 して在 留 外 国 人 の方 を講 師 に、国 際 交 流 事 業 の中 で、海 外

の家 庭 料 理 を中 心 に料 理 体 験 をする親 子 の料 理 教 室 を開 催 していま

す。 （関戸公民館） 

❏ 親と子が食に関わる諸問題について学び、考 え、食育への理解を深 め

るための機会として食育セミナーを開催しています。 

  （永山公民館） 

食 育 セミナー「どんぐりクッキーを作 って

みよう」 （永山公民館） 
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（２）－２ 商店街と人とのつながり  

 

身 近 な商 店 街 を舞 台 として、市 民 が「おいしく」「たのしく」「あんしん」して

「食」にふれあえるまちづくりを進めます。 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

「おいしい」 「たのしい」 「あんしん」  
多摩で育てる食べる喜び 

ライフステージとエリア 
青年・成人  商店街と人とのつながり 
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① 情報の共有化  

 家庭を支える働き盛りの年代や健康教育を受けにくい世代への社会・地

域全体からの対策が必要であり、早期からの生活習慣病・メタボリックシンド

ローム予防及び女性の過度なそう身（やせ）志向の改善につながる食環境

を目指すために、「けんこう多摩手箱プラン応援店・団体」や食育に関心の

ある食関連企業・事業者の拡大と「多摩市食事バランスガイド（仮称）」を活

用 した市 民 への食 育 推 進 及 び食 育 を介 した商 店 街 と人とのつながりの活

性化を図ります。 
安心や健康に配慮できる飲食店・小売店などを増やします。 

食育に取り組む推進体制
目  標 主な取り組み(内容） 

行政以外 行政  

「けんこう多 摩 手 箱 プ

ラン応 援 店 ・団 体 」の

普 及 、食 育 に関 心 の

あ る 食 関 連 企 業 ・ 業

者の普及。 

＊ 「 け ん こ う 多 摩 手 箱 プ ラ ン 応 援

店 ・団 体 」の普 及 （サービスの提

供 側 への 研 修 、 各 種 メデ ィ ア を

活用した応援店の意義の広報な

ども含む） 

＊市民へ応援店の情報を提供する

（応援店マップ作りなど） 

＊商店街と市民の情報の共有化を

図る 

「多 摩 市 食 事 バランス

ガイド（仮 称 ）」を活 用

し た 、 飲 食 店 、 小 売

店 、 商 店 会 な ど を 介

し た 情 報 提 供 に よ る

市 民 への食 育 推 進 。

食 育 を介 した商 店 街

と人 とのつながりの活

性化を図る。 

＊飲 食 店 、小 売 店 、給 食 施 設 、健

康 ・ 福 祉 ・医 療 関 連 店 などでの

「多 摩 市 食 事 バランスガイド（仮

称 ）」配 布 （病 院 、ドラッグストア、

スポーツクラブなども含む） 

＊「多 摩 市 食 事 バランスガイド（仮

称 ）」を活 用 している飲 食 店 のマ

ップづくり。→「おいしく」「たのし

く」「あんしん」な店づくりの普及 

「多 摩 市 食 事 バランス

ガイド（仮 称 ）」の活 用

と 併 せ て 、 原 材 料 表

示 、原 産 地 表 示 、栄

養 成 分 表 示 等 、安 全

だけでなく、安 心 、健

康 に 配 慮 できる飲 食

店 、 小 売 店 な ど を 増

やす。  

＊「多 摩 市 食 事 バランスガイド（仮

称 ）」の活 用 に関 する研 修 会 など

の実施 

＊研 修 会 を通 した商 店 街 での「食

育」推進の理解や意識 の共有化

を図る 

＊食 を提 供 する側 に対 しての研 修

（飲食店、小売店に対して安全、

安 心 、健 康 に配 慮 するための情

報提供を行う） 

商 工 会 議 所  

商 店 会  

各 種 メ デ ィ ア

（多 摩 テレビ、

エ フ エ ム 多

摩 、 ミ ニ コ ミ

誌 、 新 聞 な

ど） 

コミュニティセ

ンター 

健 康 づ く り 応

援 店  

健 康 づ く り 推

進 員  

医 師 会  

歯 科 医 師 会  

薬 剤 師 会  

社 会 福 祉 協

議 会  

栄 養 連 絡 会  

食 品 衛 生 協

会  

消 費 者 団 体  

市 民  

その他  

 

健 康 推 進 課  

経 済 観 光 課  

消 費 生 活 セ

ンター 

公 民 館  

市 の 関 係 部

署  

保 健 所  

各 種 関 係 機

関  
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② ネットワークづくり（人・組織・地域との連携）  

 身近な場所で食育に接する機会を増やし、人と人とのネットワークづくりを

促 進 するため、商店 街 を介 した人 とのつながり・地 域 とのつながりや、食 を

通した交流による食育を進めます。 
生産者や食材にふれあえる機会を増やします。さらに、モデル事業等の実

施により、その成果と普及を目指します。 
食育に取り組む推進体制

目  標 主な取り組み(内容） 
行政以外 行政  

商 店 街 を介 した、人 と

のつながり、地 域 との

つながりによる食 育 を

推進する。 

身 近 な場 所 で食 育 に

接する機会を増やし、

人と人とのネットワーク

づくりを促進する。 

食 を通 した市 民 同 士

のふれあい、生産者と

消 費 者 の 交 流 、 製

造 ・ 販 売 業 者 と 消 費

者との交流など。 

＊食 育 月 間 等 で、誰 もが食 育 にふ

れる機会をつくる 

（子 どもまつりや食 育 イベントの利

用。企業との連携） 

＊市 民 が自 主 的 に企 画 し参 加 でき

る食 育 事 業 を支 援 する体 制 づく

り 

＊地 域 や商 店 街 のイベントやおま

つりでの食育の啓発 

（ふるさと料 理 自 慢 、地 元 野 菜 等

の販売など）。 

市 民  

コミュニティセ

ンター 

自 治 会 等  

商 店 会  

農 業 協 同 組

合  

企 業  

消 費 者 団 体  

その他  

市 民 活 動 推

進 課  

公 民 館  

経 済 観 光 課  

農 業 委 員 会  

消 費 生 活 セ

ンター 

健 康 推 進 課  

生 産 者 や食 材 にふれ

あえる機会を増やす。 

＊生 産 者 等 と交 流 し、イベントで生

産物を販売する 

 ・友好都市（富士見町）との交流 

農 業 協 同 組

合  

商 店 会  

イ ベ ン ト 実 行

委 員 会  

富 士 見 町  

モデル事 業 等 の実 施

とその成果の普及。 

＊モデル地 区 を選 定 し、食 育 の取

り組 みの（モデル/成 功 ）事 例 を

つくり、ノウハウを普及する 

首 都 大 学 東

京 等 の 学 識

経 験 者  

商 店 会  

自 主 グループ 

健 康 推 進 課  

経 済 観 光 課  

高 齢 支 援 課  
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③ 体験活動の推進（多摩で伝える、多摩で育てる）  

 本市の特徴を生かし、人とのつながりを介した文化の創成と伝承や、料理

を作る、作った料理を食べるといった体験を通して、食に興味関心を持つ

子どもや市民を増やすことを図ります。 
郷土料理（多摩の郷土料理、本市に集まった国内に限らず海外も含め

た市民のふるさと料理）などの食文化の伝承を通して、多世代間の人との

つながりを深め、また、地域の施設や商店会を利用した高齢者からの食文

化伝承体験などの機会を増やすことを目指します。 

企業の食育イベント       

「せいせき食育 展 ・こども牛 乳

パック工作教室」 

（京王ＳＣ）             

企業の食育イベント 

「せいせき食 育 展 ・食 育 に関

す る パ ネ ル を 展 示 し て い ま

す。」（京王ＳＣ） 
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食育に取り組む推進体制
目  標 主な取り組み(内容） 

行政以外 行政  

人 とのつながりを介 し

た 文 化 の 創 成 と 伝

承。 

郷 土 料 理 （多 摩 の郷

土 料 理 、 国 内 に 限 ら

ず海 外 も含 めた多 摩

市 に 集 ま っ た 市 民 の

ふ る さ と 料 理 ） な ど の

食 文 化 の伝 承 を通 し

て、 多 世 代 間 での 人

と の つ な が り を 深 め

る。 

料 理 を 作 る 、 作 っ た

料 理 を食 べるといった

体 験 を 通 し て 、 食 に

興 味 関 心 を持 つ子 ど

もや市民を増やす。 

食 べ物 の大 切 さを通

じて、循 環 、環 境 への

配慮につなげる。 

＊高 齢 者 ボランティアなどによる多

摩 地 域 の 農 産 物 を 使 っ た 郷 土

料 理 （ 多 摩 の 知 恵 ） を 掘 り 起 こ

し、商 店 街 やイベント、ホームペ

ージでの情 報発 信などさまざまな

機会を活用して紹介する 

＊企 業 のデモスペース、商 店 街 に

ある空 きスペース、イベント会 場 、

コミュニティセンター、小 ・中 学 校

などの公共施設などを活用した、

多 世 代 交 流 型 の料 理 教 室 の企

画や開催を促進する。 

・多摩地域野菜を使用したレシピ 

・郷土の自慢料理の募集 

・多 摩に住む我が家の自 慢 料 理の

募集 

・子ども料理コンテスト 

＊家 庭 内 での環 境 への配 慮 （育 て

る～作 る～食 べる～生 ごみ処 理

への配慮） 

・環境にやさしい料理教室の実施 

・その他 

農 業 協 同 組

合  

商 店 会  

コミュニティセ

ンター 

老 人 会  

各 種 メ デ ィ ア

（多 摩 テレビ、

エ フ エ ム 多

摩 、 ミ ニ コ ミ

誌 、 新 聞 な

ど） 

市 民  

家 庭  

自 治 会 等  

子 ども会  

保 育 所 ・幼 稚

園  

関 係 高 齢 者

施 設  

その他  

農 業 委 員 会  

経 済 観 光 課  

市 民 活 動 支

援 課  

高 齢 支 援 課  

広 報 公 聴 課  

小 学 校 ・中 学

校  

教 育 指 導 課  

児 童 館  

健 康 推 進 課  

ごみ対 策 課  

 
 
 
 
 
 

❁こんな食育事業に取り組んでいます！ 

多摩ニュータウン環境組合リサイクルセンターで 

❏ 多 摩 ニュータウン環 境 組 合 リサイクルセンターで登 録 しているリサセン

キッズ（多摩市・八王子市の児童が在籍）が毎月 1 回リサイクルや環境

問題に関して活動を行なう中、年 3 回リサイクルセンター内の畑で野菜

を作 り、収 穫 後 に旬 のものを食 べる意 義 を学 んだり、環 境 にやさしい料

理づくりを実践しています。なお、この活動は、環境省のこどもエコクラブ

に登録されています。（ごみ対策課） 
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（２）－３ 高齢者と支え合う仕組み  

 

高齢者が多世代間交流などを通じ、食文化を伝える機会や場を設け、 
楽しく食べて笑顔で支え合えるシステムをつくります。 

 
① 情報の共有化   ②ネットワークづくり（人・組織・地域との連携） 

 健康づくり（口腔ケアの必要性を含む）の視点から、若い世代から高齢者

に至るまで、多世代間でつながりのある情報の共有化を図り、市民、組織、

行政との連携の推進や、元気な高齢者による支援が必要な高齢者への支

え合いの仕組みづくりを推進します。 
 

食育に取り組む推進体制
目  標 主な取り組み(内容） 

行政以外 行政  

健 康 づくり（口 腔 ケア

の 必 要 性 を 含 む ） の

視 点 か ら 、 若 い 世 代

か ら 高 齢 者 に 至 る ま

で 、 多 世 代 間 で つ な

が り の あ る 情 報 の 共

有化を図る。 

＊ 元気高齢者を介し、多世代間 

の情報共有やネットワークへの参

加により、食育推進を図る 

＊元 気 な高 齢 者 による、支 援 が必

要 な 高 齢 者 へ の 支 え 合 い の 仕

組みづくりの推進 

自 治 会  

コミュニティセ

ンター 

老 人 会  

農 業 協 同 組

合  

各 種 関 係 団

体  

市 の 関 係 部

署  

各 種 関 係 機

関  

 
 
 
 

 

食べる幸せ身体に感じて 今日も笑顔で！ 
ライフステージとエリア 

高齢者  高齢者と支え合う仕組み 
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③  体験活動の推進（農業体験・つくる体験（料理）・食べる体験を通

した人とのつながり・支え合い）  

③－１ 農業体験・農業指導を通した人とのつながり・支え合い  

農業を通じて地産地消や食への感謝・理解、多世代間の交流につなげ、

食べ物を「ありがたい」「もったいない」と思う感謝の気持ちを、子どもたちに

伝えることができる取り組みを目指します。 
体験型市民農園を増やし、市民が身近な場所で農業経験者の指導や

高齢者ボランティア等の協力を得て、農 業体験をする機会を増やします。

元気高齢者の食育推進活動への参加で、ＱＯＬ（生活の質）の向上を目指

します。 
 

食育に取り組む推進体制
目  標 主な取り組み(内容） 

行政以外 行政  

農 業 経 験 者 が、保 育

所 、幼 稚 園 、学 校 等

で 農 業 体 験 サ ポ ー ト

を行う機会を増やす。 

＊保 育 所 、幼 稚 園 、小 ・中 学 校 等

で実 施 されている農 業 体 験 事 業

（授業）の支援を担う 

農 業 協 同 組

合  

農 業 経 験 者  

高 齢 者 ボラン

ティア 

ボ ラ ン テ ィ ア

センター 

幼 稚 園  

保 育 所  

農 業 委 員 会

経 済 観 光 課  

児 童 館  

小 学 校 ・中 学

校  

市 民 体 験 農 園 を増 や

す。 

市 民 が身 近 な場 所 で

農業経験者の指導や

高 齢 者 ボランティア等

の 協 力 を 得 て 、 農 業

体 験 をする機 会 を増

やし、農 業 を通 じた地

産 地 消 や 食 へ の 感

謝 ・ 理 解 、 多 世 代 間

の交流につなげる。 

＊市民体験農園を確保する 

＊農 業 経 験 者 の指 導 や高 齢 者 ボ

ランティア等のネットワーク組織の

構 築 、 組 織 づ く り ・ 制 度 の 支 援

（例 、登 録 制による人材紹 介 シス

テムなど） 

＊ 身 近 な場 所 での 農 業 体 験 を 希

望する市民と農業関連ボランティ

アとの交 流 を促 すための仕 組 み

（上 記 の組 織 作 りだけでなく、各

種 メディアや市 広 報 などを通 じた

広報活動なども含む） 

市 民  

農 業 協 同 組

合  

農 業 経 験 者  

高 齢 者 ボラン

ティア 

ボ ラ ン テ ィ ア

センター 

農 業 委 員 会

経 済 観 光 課  

 

 

 

元 気 高 齢 者 の 食 育

推進活動により QOL

（生 活 の質 ）の向 上 を

目指す。 

＊元 気 高 齢 者 の食 育 活 動 を支 援

するためのボランティアセンター

の充実 

高 齢 者 ボラン

ティア 

ボ ラ ン テ ィ ア

センター 

高 齢 支 援 課  
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❁こんな食育事業に取り組んでいます！ 

栽培体験 

❏ 農 家 の方 が野 菜 作 りや肥 培 管 理 等 の指 導 を通 じて、市 民 とのコミュニ

ケーションを図 り、また、市 民 の方 にとっては農 作 業 及 び収 穫 の体 験 が

できる「体験型市民農園」が設置されています。（経済観光課） 

❏ 市 民 の方 々が土 に親 しんでもらうため、市 が農 地 を借 上 げて、家 庭 菜

園を貸し出しています。（経済観光課） 
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③－２ つくる体験（料理）・食べる体験を通した人とのつながり・支え

合い  

 食 育 活 動 を実 施 し参 加 者 を増 やすことは、「寝 たきり予 防 で活 力 ある社

会 」の創 成 や、一 人 でも元 気 に自 立 して生 活 できるような健 康 対 策 ・介 護

予防対策につながります。さらには、「食」を介した身近なご近所づきあい、

近くの商 店会との交流等、共に食べる機会や場を増やすことにより、高齢

者同士の支え合い、自立の維持につなげ、「地域で支えあえるまちづくり」

を目指します。 
 

食育に取り組む推進体制
目  標 主な取り組み(内容） 

行政以外 行政  

高齢者が郷土料理や

行 事 食 、遊 び等 を市

民 に 伝 える機 会 を増

やし、多 世 代 間 交 流

を充実する。 

＊高 齢 者 が子 どもや若 い世 代 に郷

土 料 理 ・行 事 食 や遊 びなどを伝

え、交流する機会や場を増やす 

・祭りや文化事業など、さまざまなイ

ベントを活 用 した多 世 代 間 交 流

事 業 の企 画 （商 店 会 や企 業 での

企画も含む） 

・小 学 校 ・中 学 校 でのふれあい給

食の活用 

・昔 の暮 らしと食 文 化 （お月 見 、ひ

な祭り）などの行事 

自 治 会  

老 人 会  

コミュニティセ

ンター 

青 少 協 地 区

委 員 会  

保 育 所  

幼 稚 園  

児 童 青 少 年

課  

児 童 館  

老 人 福 祉 館  

総 合 福 祉 セ

ンター 

教 育 指 導 課  

小 学 校 ・中 学

校  

学 校 給 食 セ

ンター 

高 齢 者 ボランティア等

が中 心 に なった地 域

で の 料 理 教 室 を 通

し 、 健 康 の 保 持 、 自

立 の維 持 などに対 応

で き る 食 育 の 機 会 を

増やす。 

＊高齢者世帯、独居世帯の増加を

みこし、高 齢 者 同 士 で支 え合 え

る食 のしくみをつくる（機 会 の設

定、場の設定も含む） 

・高 齢 者 に気 をつけてもらいたい料

理のポイントを学ぶ教室 

・男性のための料理教室 

・その他 

（商店街での食育展開も含む） 

高 齢 者 ボラン

ティア、ボラン

テ ィ ア セ ン タ

ー 

コミュニティセ

ンター 

健 康 づ く り 推

進 員  

社 会 福 祉 協

議 会  

専 門 学 校  

企 業 、その他  

市 民 活 動 支

援 課  

健 康 推 進 課  

高 齢 支 援 課  
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世代間交流事業 

（児童館） 

共 に食 べる機 会 や場

を増 やすことによる高

齢 者 同 士 の 支 え 合

い 、 自 立 の 維 持 を 目

指す。 

＊高 齢 者 が地 域 の中 で孤 立 しない

ように、他の人と一緒に地域で楽

しく食 事 をする機 会 を増 やす仕

組みを充実する 

・地 域 の集 会 室 や空 き教 室 、老 人

福 祉 館 、コミュニティセンター、ふ

れあい・いきいきサロン等 を利用し

た高 齢 者 や地 域 住 民 を対 象 とす

る会食の機会づくり 

・商 店 街 などでの高 齢 者 の日 常 的

な会食の機会づくり 

・高齢者にやさしい配慮のされた飲

食 店 などの支 援 （健 康 づくり応 援

店など） 

・イベントなどへの高 齢 者 の参 加 を

促 すための仕 組 みづくり（広 報 体

制なども含む） 

自 治 会 等  

コミュニティセ

ンター 

高 齢 者 ボラン

ティア 

社 会 福 祉 協

議 会  

ボ ラ ン テ ィ ア

センター 

各 種 メ デ ィ ア

（多 摩 テレビ、

エ フ エ ム 多

摩 、 ミ ニ コ ミ

誌 、 新 聞 な

ど） 

市 民 活 動 支

援 課  

老 人 福 祉 館  

健 康 推 進 課  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

❁こんな食育事業に取り組んでいます！ 

児童館で 

❏ 児 童 に対 し、地 域 のお年 寄 りの方 々の指 導 を受 けながら、よもぎ団 子

作 り、うどん作 り、竹 の子 掘 りから竹 の子 ご飯 作 りなど、伝 統 食 づくりを

実施する世代間交流事業を行っています。（児童青少年課） 

健康づくり地区活動で 

❏ 健康づくりの一環として､地域の健康づくり推進員による料理教室等を開催  
しています。（健康推進課） 

 

「男性料理教室」 

（健康づくり推進員） 
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２． 食育推進の指標と目標値  

 市民が食育推進の項目に取り組み、結果としてどんな成果が上がったか目標

値を掲げ、施策を展開するとともに、成果や達成状況を客観的な指標により把

握できるように進めます。 
 なお、本計画における成果指標は、食育を推進するために母体数が少なすぎ

ず、毎年数値を把握できる項目と数年置きに把握できる項目としました。「実施

したことが、市民の暮らしの中で自然に浸透されていくか」という視点で検証しよ

うというねらいです。 
（※目標値は、平成２４年度の数値です。毎年集計できないものは、サブ指標を設定します。） 

◎「食育」の周知度を高めます 

指標１ 「食育」という言葉をよく知っている・ 

まあまあ知っている人の割合 
現状値 目標値 

世論調査 ２０歳以上  
78％ 

「平 成 １９年 多 摩 市 政  

世 論 調 査 」  

（サブ指標） 
＊市民健診３０～３９歳  

＊ ― ％ 
「市 民 健 診 アンケート 

結 果 」（健 康 推 進 課 ） 

 
９０％以上

 

◎「食事バランスガイド」の周知度を高めます 

指標２ 「食事バランスガイド」を知っている・ 

まあまあ知っている人の割合 
現状値 目標値 

世論調査 20 歳以上  
（５６．２％） 

参 考 値  

（サブ指標） 
＊市民健診３０～３９歳  

＊ ― ％ 
「市 民 健 診 アンケート 

結 果 」（健 康 推 進 課 ） 

 
７０％以上

 

                                        ※「平 成 １９年 度 『食 事 バランスガイド』等 の普 及

状 況 調 査 ・（社 ）農 山 漁 村 文 化 協 会 」（関 東

に居 住 する１５歳 ～６０歳 代 ）（参 考 値 ）  
 

◎けんこう多摩手箱応援店の数（ヘルシーメニュー提供店）を増やします 

指標３ 「けんこう多摩手箱応援店（ヘルシー 

メニュー提供店）」の数 
現状値 目標値 

応援店登録状況  
０店  

「けんこう多 摩 手 箱 応 援

店 ヘルシーメニュー提 供

店 登 録 状 況  
（健 康 推 進 課 ）」  

２５店以上
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◎朝食を毎日とる人を増やします（ほぼ毎日を含む） 

指標４ 朝食を毎日食べている人の割合  現状値 目標値 

（１） 多摩市内の３歳児、小学６年生、 
中学３年生合算  

９５．１％ 

・平成１９年度３歳児健診結果（健康推進課） 
・小学６年生平成１９年度全国学力・学習調査（文部科学省）多摩市分  
・中学３年生平成１９年度全国学力・学習調査（文部科学省）多摩市分  

 
  １００％ 
 

（２）世論調査 ２０歳以上  
 

８４．２％ 
「平 成 １９年 多 摩 市 政

世 論 調 査 」  

９０％以上  

（サブ指標） 
＊市民健診 ３０～３９歳  

＊７７．６％ 
「平 成 １９年 度 市 民 健

康 診 査 」 

８５％以上  

 

◎野菜のとり方に気をつけている人を増やします 

指標５ 野菜のとり方に気をつけている人の 

割合 
現状値 目標値 

世論調査２０歳以上  
４７．７％ 

「平 成 １６年 多 摩 市 政

世 論 調 査 」 

 
（サブ指標） 

＊市民健診３０～３９歳  

＊４５．２％ 
「平 成 １９年 度 市 民 健

診 アンケート結 果 （健

康 推 進 課 ）」 

 

６０％以上 

 

◎子どもの農業体験を行う施設を増やします 

指標６ 子どもの農業体験をしている施設の 
割合  

現状値 目標値 

多摩市内の保育所、幼稚園、小学校、 
中学校、児童館  

（６１．３％） 
参 考 値  

１００％ 

※ 「平 成 １９年 ５月 多 摩 市 小 ・中 学 校 『食 に関 す  
るアンケート集 計 結 果 より』・健 康 推 進 課 」（参

考 値 ）  
 
注１） ＊印の市民健診３０～３９歳は、多摩市の国民健康保険加入の方や会社・学校・保

健組合での健康診査を受ける機会のない方が対象です。 
 
 
 
 



 

 57

第５章 計画の着実な推進に向けて  

 
１． 推進体制の構築  

食育を推進していくためには、次ページの図のように、市内全体が食育の

市民活動として連携することが重要であり、行政、食に関連する組織などに

限らず、学校などの教育機関、地域の商店会、健康関連企業、生産者や市

民活動グループなどが情報の共有化をしながら相互に連携するしくみが必要

になります。 

食育に関する情報の収集・発信、地域ぐるみの食育活動の支援、各地域

や異分野相互間の連携促進などを推進するため「食育ネットワーク」を構築し

ます。そのため、地域･市全体で取り組む食育推進の核となる、食育活動を

積極的に行っている団体や市民等から構成される「（仮称）食育ネットワーク

推進連絡会」を設置します。 
 

２． 計画の推進と評価  

「（仮称）食育ネットワーク推進連絡会」は、市全体の食育推進状況の把握

や方向性の確認を行い、行政（庁内）については「多摩市健康まちづくり庁

内推進連絡会（※資料編参照）」で食育の取り組み状況の評価を行います。 
これら両者が相互に連携し、市全体の食育に関する施策や市民活動に反

映して、計画の着実な推進を図ります。 
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～食でつながる地域、そして毎日安心しておいしく食事ができる「まち」～ 

地域・市全体で取り組む食育推進体制  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市民・家庭 

   の 

食育活動 

地域の食育 

活動 

 

食関連 

事業者の 

食育活動 

保育所・ 
学校等の 
食育活動  

食 育 ネ ッ ト ワ ー ク 

行政機関   

  の 

食育活動 

（仮 称 ） 

食 育 ネット 

ワーク 

推 進 連 絡 会

生産者 

  の 

食育活動 

食 育 活 動 を積 極 的 に行 っている 

団 体 や市 民 等  
  

関連課  関連課 

健康まちづくり 
庁内推進連絡会  

健康まちづくり 
庁内推進連絡会幹事会  

行政（庁内）の食育推進体制
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【用語説明】  

生 活 習 慣 病：食 生 活 、運動 、休 養 、たばこ、アルコール等の生活 習 慣 が、病 気 の発 生や進 行

に大 きな影 響 を及 ぼす疾 患 。糖 尿 病 、脂 質 異 常 症 、高 血 圧 、高 尿 酸 血 症 など、生

活習慣病が発症原因に深く関与していると考えられる疾患の総称である。 

健康寿命：健康で明 るく元気に生活 し、稔り豊かなで満足できる生涯、つまり寝たきりなどにな

らない状態で生活できる期間のこと。 

孤食：家族と暮らしていながら、親や子どもがそれぞれ違う時間に一人ひとり食事をとる。また、

一 人 暮 らしの人 がひとりでとる食 事 。特 に食 事 の際 に孤 独 感 を感 じてしまう「寂 しい

食事」のことである。 

個食：家族そろって食卓で、それぞれが自分の好きな料理を別々に食べる食事。 

体 験 型 市 民 農 園 ：農 家 自 らが園 主 となり、管 理 、指 導 をしながら、市 民 に野 菜 作 りを楽 しんで

もらう農園。 

メタボリックシンドローム：過 食 や運 動 不 足 によって内 蔵 脂 肪 が蓄 積 し、高 血 圧 症 、脂 質 異 常

症、糖尿病等、複数の生活習慣病を合併する状態で内臓脂肪症候群ともいう。 

中食（なかしょく）：そうざいや弁当などを買って帰り、家で食事をすること。また、その食品のこと

をいう。 

ＢＭＩ：Ｂｏｄｙ mass Index の略で、世界共通の体格指数である。体重（ｋｇ）を身長（ｍ）の２乗

で割 った数 値 である。ＢＭＩの値 が２２前 後 であるともっとも病 気 になりにくいと言 われ

ている。 

摂食・嚥下
え ん げ

機能障害：食べ物を唇から取り込んだり、良く咀嚼
そ し ゃ く

し唾液と混ぜ合わせ、飲み込み

やすい形 に変 えることが困 難 だったり、食 べ物 や飲 み物 が飲 み込 めなくなったり、胃

の方 ではなく肺 の方 に入 ってしまうなど一 連 の過 程 がうまく機 能 しない時 のことをい

う。 

ＱＯＬ：Ｑuality of Life の略で、生活の質と訳す。統一された定義はないが、人々の生活を物

質的な面から量的にのみとらえるのではなく、精神的な豊かさや満足度も含めて、質

的にとらえる考えをいう。 

多摩市食事 バランスガイド（仮称）：「食事バランスガイド」は、厚生労働省 と農林水産 省が作り、

１日 に「何 を」「どれだけ」 食 べたらよいかの目 安をわかりやすくコマ型 のイラストで示

したもの。これをもとにして「多摩市食事バランスガイド」を作成する。 

口腔ケア：基本は、歯ブラシなどで口の中を清掃し、できるだけ口腔内の細菌を減少させること。

これは、誤嚥
ご え ん

による肺 炎 の予防 ・口腔 疾患 の予防・ＱＯＬの向 上などに役 立 つ。また、

本 計 画 では、「機 能 的 口 腔 ケア」即 ち、食 べる、話 す等 の機 能 の低 下 がみられる場
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合 に、その機 能 を維 持 、改 善 することを目 的 とした、口 腔 周 囲 （食 べたり、話 す時 に

使う）筋肉のストレッチ等を行うことも含める。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          資料編 
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１ 多摩市食育推進検討会設置要綱 
平成 19 年４月 27 日 
多摩市告示第 220 号 

（設置） 
第1条 食育基本法（平成 17 年法律第 63 号）第 18 条の規定に基づく多摩市食育推進計

画を策定するに当たり、食育の推進に関わる方策等について検討するため、多摩

市食育推進検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 
（所掌事項） 
第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討及び協議し、市長に報告する。 

（１） 食育推進計画の策定に関すること。 
（２） その他食育推進に関し必要と認める事項 

  （構成） 
第3条 検討会は、委員 16 人以内をもって構成する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 
（１） 市民 3 人 
（２） 学識経験者 1 人 
（３） 食育に関係する機関又は団体に属する者 12 人以内 

  （任期） 
第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成 20 年 3 月 31 日までとする。ただし、委員が欠 

けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
  （会長及び副会長） 
第5条 検討会に会長及び副会長を置く。 
 ２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。 
 ３ 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。 
 ４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を

代理する。 
  （会議） 
第6条 検討会の会議は、会長が必要に応じて召集する。 
２ 検討会の会議は、会長が主宰する。 
３ 検討会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 
４ 検討会の会議は、原則として公開するものとする。 
５ 会長は、会議に際し原則として会議録を作成するものとする。 
  （関係者の出席） 
第7条 会長は、会議に際し、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。 
  （庶務） 
第8条 検討会の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。 
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  （委任） 
第 9 条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な事項は、会長が 

検討会に諮って定める。 
    附 則 
１ この要綱は、平成 19 年 5 月 1 日から施行する。 
２ この要綱は、平成 20 年 3 月 31 日限り、その効力を失う。 
 

 
 
２ 多摩市食育推進検討会 委員名簿 
（任期 平成 19 年 7 月 6 日～平成 20 年 3 月 31 日）（五十音順） 

 
氏  名 備  考 

青木 久枝 東京都南多摩保健所 
飯塚 典子 公募市民 
稲山 貴代（会長） 首都大学東京大学院・学識経験者 
井上 好弘 東京多摩調理製菓専門学校 
小形 忠博（副会長） 東京南農業協同組合 
小林 佳世 多摩市立北貝取小学校 
佐藤 樹三郎 多摩市教育委員会第二給食センター 
高井 宏子 多摩市消費者団体連絡会 
田中 まさみ 私立こばと第一保育園 
中瀬 真実 京王ショッピングセンター 
永嶋 智子 多摩市商工会議所 
野本 フミ子 公募市民 
淵野 純子 新天本病院 
松本 由果 公募市民 
溝口 幸夫 健康づくり推進員協議会 
吉川 桂子 小学校ＰＴＡ連絡協議会 
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３ 多摩市食育推進検討会の経過 
 

年 月 日 開  催 主な内容 
平成 19 年 

7 月 6 日 
第 1 回会議 ・「食育」に関する学習会 

・食育推進における課題抽出 
 
 

7 月 31 日 第 2 回会議 ・本市食育関連図作成 

 

9 日 4 日 第 3 回会議 ・今後に必要な活動・事業の検討 
・本市が目指す方向についてのキャッチフレー

ズ作成 
 
 
 
 

9 月 25 日 ワーキング① ・キャッチフレーズ分類・選考作業 
 
 
 

10 月 1 日 第 4 回会議 ・本市の食育の目指す方向（キャッチフレーズ）

を検討 
・三つのライフステージ（子ども、青年・成人、

高齢者）に区分・整理 
10 月 18 日 ワーキング② ・三つのライフステージごとにまとめ作業 
10 月 23 日 ワーキング③ ・三つのライフステージごとに確認作業 
10 月 29 日 ワーキング④ ・三つのライフステージごとに集約 
11 月 1 日 第 5 回会議 提言の最終議論・集約・確認 

 
 
 

11 月下旬 文書審議 ・「提言書」の内容に関する確認 
 

食育って何だろう？ 

食育は、どんな所で行われている

のだろう？ 

食を通して多摩市はどうあればい

いんだろう？ 

８８のキャッチフレーズが集まりました！ 

全体の目指す方向を表すキャッチフレ

ーズ決定！ 
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４ 多摩市食育推進計画策定委員会設置要領 
平成１９年１２月１３日 
多摩市健康福祉部長決定 

 
 （設置） 
第１条  多摩市健康まちづくり庁内推進連絡会設置要綱（平成１８年多摩市告示第３６

５号。以下「健康まちづくり庁内推進連絡会設置要綱」という。） 
第 7 条に規定する部会として、多摩市食育推進計画策定委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 
 （所掌事項） 
第 2 条  委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 
 （１） 多摩市食育推進検討会設置要綱（平成１９年多摩市告示第２２０号）に規定

する食育推進計画の策定に関し、多摩市食育推進検討会から提出された報告に

ついて協議 
 （２） その他食育推進計画の策定に関すること。 
２ 委員会は、前項に規定する所掌事項に関する協議の結果を健康まちづくり庁内推進

連絡会設置要綱に規定する多摩市健康まちづくり庁内推進連絡会に報告するものとす

る。 
 （構成） 
第３条  委員会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。 
２ 委員会に委員長及び副委員長を置く。 
３ 委員長には健康福祉部健康課長をもって充て、副委員長は委員の互選によりこれを

定める。 
 （委員長及び副委員長） 
第４条  委員長は、委員会を総括する。 
２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務

を代理する。 
 （会議） 
第５条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集する。 
２ 委員会の会議は、委員長が主宰する。 
 （関係者の出席） 
第 6 条  委員長は、会議に際し、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。 
 （庶務） 
第 7 条  委員会の庶務は、健康福祉部健康課において行う。 
 （委任） 
第 8 条  この要領に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が
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委員会に諮って定める。 
   附 則 
１ この要領は、平成１９年１２月１３日から施行する。 
２ この要領は、平成２０年３月３１日限り、その効力を失う。 
 
別表 委員会名簿 
くらしと文化部 経済観光課長 
子ども青少年部 子育て支援課長 
健康福祉部 健康課長 
健康福祉部 高齢福祉課長 
学校教育部 永山第一学校給食センター長 
学校教育部 指導室統括指導主事（食育担当） 
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５ 多摩市健康まちづくり庁内推進連絡会設置要綱      平成18年９月29日 
多摩市告示第365号 

改正 平成19年２月28日多摩市告示第53号 

平成20年３月７日多摩市告示第77号 

   

（設置） 

第１条 第四次多摩市総合計画後期基本計画「2010への道しるべ多摩市戦略プラン」及び

第２次多摩市健康福祉推進プランに基づき、市民一人ひとりが健やかに暮らせるまちづ

くりを推進するとともに、市民の健康づくりに関する施策を総合的に展開するため、多

摩市健康まちづくり庁内推進連絡会（以下「連絡会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 健康づくりの推進に関する行政内部の調整及び連携に関すること。 

(２) けんこう多摩手箱プランの推進支援に関すること。 

(３) 食育の推進に関すること。 

(４) 運動による健康の保持及び増進に関すること。 

(５) その他健康づくりの推進に関し必要と認める事項 

（構成） 

第３条 連絡会は、別表第１に掲げる職にある者をもって構成する。 

２ 連絡会に会長及び副会長を置く。 

３ 会長には健康福祉部に関する事務を所掌する副市長をもって充て、副会長には健康福

祉部長をもって充てる。 

（会長及び副会長） 

第４条 会長は、連絡会を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第５条 連絡会の会議は、会長が必要に応じて招集する。 

２ 連絡会の会議は、会長が主宰する。 

（幹事会） 

第６条 連絡会に下部組織として幹事会を置く。 

２ 幹事会は、連絡会の指示により、連絡会の調査及び検討に必要な事項を事前に調査し、

その結果を連絡会に報告する。 

３ 幹事会は、別表第２に掲げる職にある者（以下「幹事」という。）をもって構成する。 

４ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。 

５ 幹事長には健康福祉部健康推進課長をもって充て、副幹事長は幹事の互選によりこれ

を定める。 



 7

６ 幹事長は、幹事会を招集し、会議を主宰する。 

７ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を

代理する。 

（部会） 

第７条 幹事会は、個別事項等について専門的な調査及び検討を行うため、必要に応じて

幹事で構成する部会を設置することができる。 

２ 部会の設置及び運営は、幹事長が別に定める。 

（関係者の出席） 

第８条 会長及び幹事長は、会議に際し、必要に応じて関係者の出席を求めることができ

る。 

（庶務） 

第９条 連絡会及び幹事会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。 

（委任） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、連絡会及び幹事会の運営に関し必要な事項は、会

長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成18年10月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成22年３月31日限り、その効力を失う。 

附 則（平成19年多摩市告示第53号） 

この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年多摩市告示第77号） 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

 健康福祉部に関する事務を所掌する副市長 企画政策部長 総務部長 

市民経済部長 くらしと文化部長 子ども青少年部長 健康福祉部長 

都市環境部長 教育部長 教育部参事 

 

別表第２（第６条関係） 

 企画政策部企画課長 企画政策部広報広聴課長 総務部総務契約課長  

総務部人事課長 市民経済部経済観光課長 くらしと文化部市民活動支援課長 

くらしと文化部文化スポーツ課長 くらしと文化部スポーツ振興担当課長 

くらしと文化部ごみ減量担当課長 子ども青少年部子育て支援課長  

子ども青少年部児童青少年課長 子ども青少年部次世代育成政策担当課長  

健康福祉部健康推進課長 健康福祉部保険課長 健康福祉部高齢支援課長  

健康福祉部障害福祉課長 都市環境部都市計画課長 都市環境部みどりと環境課長  

教育部教育振興課長 永山公民館長 関戸公民館長 図書館長  

教育部学校支援課長 学校給食センター長 教育部教育指導課統括指導主事 
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５． 
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６ 平成 19 年度多摩市食育関連事業一覧 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
※平成１９年６月の調査のため、旧課名で記載されています。 

 
 
 
 
 

　　対象世代別の事業一覧

　全世代 　４課９事業　　　内（新規事業２）

　妊婦授乳期・乳幼児期 　３課８事業　　　内（新規事業１）

学童期 　８課２３事業　　内(新規事業２）

青年期～中年期

中年後期

高齢者　（高齢前期･後期）

合計 １６課４６事業

　３課６事業
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全世代対象の事業 平成19年６月　食育関連事業調べ

事業名称 目的 内容 所管課

食育セミナー 食に関わる諸問題の検討
親と子が何かを通じて食育への理解を深める講座等を開催す
る。

13永山公民館

健康・食育事業 健康・食育事業
けんこう多摩手箱プラン、子育て、子育ち等と連動した、健康づ
くり推進に係わる事業を推進する。

13永山公民館

けんこう多摩手箱プラン応援店
健康日本２１多摩市版の「けんこう多摩手箱プラン」
に基づき、市内の企業による健康づくりの取り組み
を広げる。

けんこう多摩手箱プラン推進のなかで、けんこう多摩手箱プラン
応援店を増やす

 6健康課

食育講演会 食育の推進 未定  6健康課

食育講師派遣事業 食育の推進、普及啓発
食育を推進する団体等に、栄養士等を派遣し、調理実習と講話
を行う

 6健康課

食育に関する図書の展示
「食」に関する図書等の展示コーナーを設置して、
食育に関する情報や学習の機会を提供する。

食育に関する図書の展示及び関連図書リストの作成・配布 15図書館

健康まちづくり庁内推進連絡
会

健康まちづくり庁内推進連絡会を設置し、食育を
含めた健康まちづくりの推進を図る。

連絡会において、各所管部門の連携を強化し、横断的に食育
関連施策を推進する。

 6健康課

家庭菜園
家庭菜園を通じて、農作物を作る喜びを知ってもら
う。

市民へ土に親しんでもらうため、農地を借上げて家庭菜園を実
施する。

 1経済観光課

体験型市民農園
市民農園を通じて、農園主と市民とのコミュニケー
ションを図りながら農作業及び収穫体験を行う。

農園主が市民に対し野菜作りや肥培管理等の指導をすることに
より、農業への理解を深めてもらうため市民農園を実施する。

 1経済観光課

平成 19 年 6月 食育関連事業調べ
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妊婦授乳期・乳幼児期対象の事業

事業名称 目的 内容 所管課

パパ･ママ学級 妊婦に対する食育の教育
パパ・ママ学級(両親学級）の中で、妊娠期の栄養や食の情報
提供を行う。

 6健康課

離乳食講習会
乳児の離乳期や適切な離乳食について、講義､実
習を行い、幼児の健全な発育に資する。

５・６ヶ月の乳児(原則第１子）を持つ父母を対象とし、離乳食の
各時期（初期･中期･後期）に応じた食物や固さ、調理方法等に
ついて栄養士による講義及び実習を行う｡

 6健康課

離乳食ステップコース
乳児の離乳期や適切な離乳食について、講義､実
習を行い、幼児の健全な発育に資する。

7～１０ヶ月児を持つ父母対象、離乳食の幅が広がる時期の離
乳食の進め方について、講話と試食を行う。

 6健康課

幼児食講習会
幼児期に適切な食事やおやつについての情報を
提供

１～３歳未満時を持つ父母対象、幼児期に適切な味付けや硬さ
など講話と実習を行う。

 6健康課

幼児歯科相談事業 幼児期の適切な食の情報提供
歯の相談の中で、幼児期に必要な食事やおやつの取り方など
の情報を提供し、個々の相談に応じる。

 6健康課

子育て講座
乳幼児を持つ保護者に対し、講座などを通して
「食」に関する知識やその大切さを提供する。

児童館では、子育て支援事業の一環として乳幼児を持つ保護
者に対して離乳食や歯の健康に関する講座などを実施する。

 4児童青少年課

保育園における取組み 各保育園での取り組みを支援する
公私立保育園栄養士担当者部会において、栄養士の自主的学
習や情報交換等を行ない、保育園における食育の推進に努め
る。

 3子育て支援課

保育園・幼稚園における取り組
み

食育の推進
各園で定める「食育計画」や年間行事計画に基づき、芋掘り等
の自然体験や季節の行事等を通じた食育事業を実施する。
※公立保育園・民間保育園、私立幼稚園とも同様。

 3子育て支援課
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学童期対象の事業

事業名称 目的 内容 所管課

児童健全育成事業
児童に対し、放課後の児童健全育成の一環として
「食」に関する知識やその大切さを教える。

学童クラブでは、入所児童の健全育成事業の一環としておやつ
作りやお泊まり会、お誕生日会などを実施する。

 4児童青少年課

ふれあい農業
体験農業を通じて、子どもたちに「農」の大切さを
知ってもらう。

子どもたちに農業への関心を深めるとともに、学習的及び情操
的効果を図るため、児童館との共催事業として体験農業を実施
する。

 1経済観光課

世代間交流事業
児童に対し、昔ながらの食べ物作りを通して「食」に
関する知識やその大切さを教える。

児童館では、地域のお年寄りの方々の指導を受けながら、もち
つきやよもぎ団子作り、うどん作り、或いは竹の子掘りから竹の子
ご飯作りなど、昔ながらの食べ物作りを実施する。

 4児童青少年課

TIC・関戸公民館共催親子料
理教室

家庭教育支援・食育体験講座・国際交流事業
ＴＩＣより在留外国人の方を講師に、海外の家庭料理を中心に親
子で料理教室を開催する。

14関戸公民館

歯科講習会
学校保健関係者・歯科医等を対象に歯と食（日本
食）への理解を深めるための講習会を開催する。

「歯科における食育のススメ」をテーマとし、歯科医を招き講習会
を開催する。

 7学務課

食育に関する研修会の実施
教員を対象とした、食育に関する夏季集中研修を
実施することにより、食育の理解を深め、一層の推
進を図る。

栄養・食生活ネットワーク会議において検討されている、乳・幼
児期から学童期・青年期の発達段階に応じた食育プログラムに
ついて理解するとともに、その成果を各学校の食育全体計画や
年間指導計画の作成に生かす。

 8指導室

夏休み親子消費者スクール
子どものころから正しいものを選び取る「かしこい消
費者」を育てる。

自ら考え、商品を選び取る力を養うため、毎日、口にしている食
料品を実験や実習をとおして商品についての知識を体験的に
学ぶ。

 2生活文化課
（消費生活セン
ター）

小児生活習慣病予防健診講
習会

小児生活習慣病についての理解を深めるための講
習会を開催する。

学校保健関係者及び保護者を対象に、食育のテーマを含めた
「小児生活習慣病について」を中心に大学教授を招いて講習会
を開催する｡

 7学務課

関戸公民館 
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事業名称 目的 内容 所管課

小児生活習慣病予防健診事
後相談会

小児生活習慣病予防健診の事後相談会を開催す
る。

小児生活習慣病予防健診において管理指導区分Ⅰ及びⅡの
設定された児童･生徒及び保護者を対象に医師、栄養士、運動
指導士により医学指導、栄養指導、運動指導を土曜日の午後に
行う。

 7学務課

親子料理教室
児童を対象に健康維持のために望ましい食習慣を
知る機会を提供する

地域活動栄養士会を中心に、市内児童及びその保護者に対し
て料理教室を通じて栄養指導を行う。

 7学務課

養護教諭と担任による保健指
導

全校的な立場で、養護教諭の専門性をいかした教
育活動を行う。

養護教諭が児童生徒へ担任とともに保健に関する指導を行う。  8指導室

小学校３年生の給食センター
への社会科見学

給食への興味・関心・理解を図り、給食を進んで食
べたいと思う気持ちを育む。

給食のできるまでの説明及び給食の献立例を用いて身体に必
要な栄養の説明を行う。

10給食センター

「給食メモカレンダー」の発行
小学校において、毎月の献立に興味・関心・理解
がより深まるように、食に関する内容を掲載し、児童
への食育の一環を担う。

献立や栄養に関する内容をカレンダー形式に作成し、毎月各ク
ラスに配布して給食時に役立てる。

10給食センター

「給食だより」の発行
家庭への情報提供として、給食センターに関する
内容や食に関する内容を掲載し、家庭への食育の
一環を担う。

学校給食のＰＲ及び関連する食育情報等の提供
５・７・９・１１・１月の５回、全児童生徒に配布する。

11給食センター

栄養指導講習会
学校保健関係者及び保護者を対象に食育の推進
をテーマとした講習会を開催する｡

食育の推進をテーマとした大学教授を招き講習会を開催する｡
 7学務課

研究奨励校（食育）

児童・生徒が食に対する興味・関心を高め、食の大
切さに気づき、食物や健康にかかわる知識・理解を
深めて、自分の力で望ましい食行動を実践できるよ
うにする。

先行事例を研究するとともに、児童・生徒の実態分析を行う。
今年度は、研究の成果発表と、食育講演会の開催を行う。

 8指導室

担任による特別活動や教科
（家庭科）での健康安全指導

学習指導要領に基づき、計画的に実施する。
担任が、児童生徒に対し心身の健全な発達や健康の保持増進
について指導を行う。

 8指導室
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事業名称 目的 内容 所管課

学校給食栄養士による栄養指
導

食育の推進 学校給食栄養士が小・中学校において栄養指導を行う。 10給食センター

栽培活動の推進 学校の年間指導計画に沿って実施する。
生活科や総合的な学習の時間等を活用し野菜等の栽培活動を
行っている。また、修学旅行で農家に宿泊し農業体験をしてい
る学校もある。

 8指導室

地場野菜使用にあわせた｢お
知らせ」の発行

身近な地産地消の内容を、児童・生徒がわかるよう
に知らせる。旬の野菜とその生産過程や苦労話な
どを伝えることにより、作り手側への感謝の気持ち、
農業や食の大切さを知る機会を育み、食育の一環
を担う。

使用する地場野菜について、生産農家から伺った話や写真をも
とに編集した｢お知らせ」を配布し、給食時に役立てる。

10給食センター

リサセンキッズの活動

多摩ニュータウン環境組合のエリア（多摩市全域・
八王子市、町田市のニュータウンエリア）の小学1年
生から中学3年生を対象に、リサイクルや街美化、
環境学習の体験の場の提供を行なう。環境省のこ
どもエコくらぶにも加盟している。

多摩ニュータウン環境組合リサイクルセンターで登録しているリ
サセンキッズ（多摩市・八王子市の児童が在籍）が毎月1回リサイ
クルや環境問題に関して活動を行なう中で年3回、リサイクルセ
ンター内の畑で野菜を作り、収穫後に旬のものを食べる意義を
学んだり、エコクッキングを実践している。（環境省のこどもエコク
ラブにも登録している）

 5環境推進課

調理教室
児童に対し、作ることを通して「食」に関する知識や
その大切さを教える。

児童館では、クラブ活動としてお菓子作りに取り組んだり、地域
の方の協力を得てお月見団子やたくわん作りなどを実施してい
る。

 4児童青少年課

自然体験活動
児童に対し、栽培や収穫などの体験を通して「食」
に関する知識やその大切さを教える。

児童館では、農業委員会と共同で農業体験事業として「さつま
いもやじゃがいも」の栽培や収穫などの体験事業を実施する。

 4児童青少年課
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青年期～高齢者対象の事業

事業名称 目的 内容 所管課

栄養相談
生活習慣病予防のため、個別栄養相談をおこな
う。

生活習慣病を予防する食事について､管理栄養士による個別相
談を行う。

 6健康課

出張栄養相談
身近な場所での健康栄養相談を実施し、健康の保
持増進に資する。

地域の集会所等において、保健師・管理栄養士・歯科衛生士等
による健康相談を行う｡

 6健康課

健診後事後指導
健康診断結果をうけて、食による健康保持及び生
活習慣病予防のため、栄養指導を行う。

健診後の個別栄養指導の実施  6健康課

健康づくり地区活動推進
健康づくりの一環として､地域の健康づくり推進員
による料理教室等を実施する。

各地区の健康づくり推進員による、食育関連の取り組み実施
料理教室等

 6健康課

栄養改善事業
（楽笑料理教室）

高齢者のための低栄養予防
栄養知識や料理技法を学び、栄養状態の改善・維持を促す。
「簡単料理に挑戦」ほか

16高齢福祉課

農業ウォッチングラリー
農業ウォッチングラリーを通じて、農業への理解を
深める。

一般市民を対象とし、農業への関心と理解を深めてもらうため、
農業ウォッチングラリーを実施する｡

 1経済観光課
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　※市民が利用する主な施設を表示

　 　メディア

市民・家庭

保育所・幼稚園

    医療機関等

　地域メディア
健康センター

南多摩保健所

公　園・グリーン
ライブセンター

市民活動情報センター

児童館・学童クラブ

学　校

図書館・公民館

自治会等

総合福祉センター

消費者団体等

エコプラザ・
エコにこセンター

スーパー・コンビ二

飲食店

商店会・商工会議所
企　業

 東京南農業協同組合

 ＰＴＡ （保護者）

集会所・コミセン・
会館等

健康づくり推進員

地域活動栄養士会

 多摩ボランティア
センター

青少協

スポーツ関係団体

食品衛生協会

 社会福祉協議会

農業委員会

学校給食センター

子育て支援センター
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